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平成２４年第４回邑南町議会定例会（第９日）会議録

１．招集月日 平成２４年 ５ 月２５日 告示

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 平成２４年 ６ 月２０日（水） 午前 ９ 時３０分

散会 午後 ３ 時２９分

４．応招議員

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 大 屋 光 宏 ２番 宮 田 秀 行 ３番 中 村 昌 史 ５番 日野原 利郎

６番 清 水 優 文 ７番 辰 田 直 久 ８番 亀 山 和 巳 ９番 日 高 學

１０番 石 橋 純 二 １１番 高 本 勝 藏 １２番 山 中 康 樹 １３番 三 上 徹

１４番 長谷川 敏郎 １５番 日 高 勝 明 １６番 松 本 正

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １５名

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 大 屋 光 宏 ２番 宮 田 秀 行 ３番 中 村 昌 史 ５番 日野原 利郎

６番 清 水 優 文 ７番 辰 田 直 久 ８番 亀 山 和 巳 ９番 日 高 學

１０番 石 橋 純 二 １１番 高 本 勝 藏 １２番 山 中 康 樹 １３番 三 上 徹

１４番 長谷川 敏郎 １５番 日 高 勝 明 １６番 松 本 正

７．欠席議員 なし

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

８．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石 橋 良 治 副町長 桑 野 修 総務課長 藤 間 修

危機管理課長 細 貝 芳 弘 定住促進課長 原 修 企画財政課長 沖 幹 雄

情報推進課長 小 林 雅 博 町民課長 服 部 導 士 税務課長 三 上 俊 二

福祉課長 飛 弾 智 徳 農林振興課長 坂 本 敬 三 商工観光課長 日 高 始

建設課長 森 上 寿 水道課長 上 田 英 至 保健課長 日 高 誠

会計管理者 安 原 賢 二 瑞穂支所長 藤 田 憲 司 羽須美支所長 福 田 誠 治

教育委員長 河 野 義 則 教育長 土 居 達 也 学校教育課長 田 中 節 也

生涯学習課長 森 岡 弘 典

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 屋 原 進 事務局係長 日 高 泉

１０．町長提出議案の題目 別紙のとおり

１１．会議録署名議員の氏名

議席 氏 名 議席 氏 名

５番 日野原 利 郎 ６番 清 水 優 文

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。
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平成２４年第４回邑南町議会定例会議事日程（第９日）

平成２４年６月２０日（水）午前９時３０分開議

開会、開議宣告

議事日程の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問

平成２４年第４回邑南町議会定例会（第９日）会議録

平成２４年６月２０日（水）

―― 午前 ９ 時３０分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

開議宣告

おはようございます。開会前にお願いがございます。本日から一般質問が始まりま●議長（松本正）

す。一般質問を行う議員は質問事項を調査し、町の発展と町民の皆さまに対して負託の答えるもの

として行っています。質問に対して、答弁する執行部の皆さんは分かりやすくはっきりと答え後日

に答弁の訂正がないように行っていただくことをお願いいたします。改めまして、おはようござい

ます。定足数に達しておりますので、ただ今から平成２４年第４回邑南町議会定例会第９日目の会

議を開、開きます。本日の議事日程は予めお手元に配布したとおりです。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。５番日野原議員、６番清水議員お●議長（松本正）

願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第２ 一般質問

日程第２一般質問。これより一般質問を行います。一般質問は通告順に行います。●議長（松本正）

予め一般質問の順番を申しあげておきます。１番日野原議員、２番中村議員、３番石橋議員、４番

宮田議員、５番大屋議員、６番辰田議員、７番清水議員、８番亀山議員、９番長谷川議員、以上９

名です。それでは通告順位第１号、日野原議員登壇をお願いします。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

５番日野原です。今回私は２点について質問を通告しておりますが、こ●日野原議員（日野原利郎）

の２点についていずれもさらに、あのぅ、通告また質問をどうもされるようです。私の方で、私の

方の●●●●●（５語程度聞きとれず ）と申しあげました、また次の議員さんの方にバトンタッ。

チをしたいというように思います。まず、あのぅ、危機管理体制の確立についてということなんで

すが、これは、あのぅ、新年度町長の思いで、こう想定外といわない、一人の犠、犠牲者も出さ、

出さないという思いから、この危機、危機管理を充実すべく危機管理課を設置されました。まあ、

あのぅ、まだ設置されて２か月しか経っておりませんけども、先の常任委員会で若干これまでの報
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告等がございました。まあ、一応考え方としてこの危機管理というのは、内閣法１５条で、国民の

生命、身体あるいは財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがあると、ある緊急事態への対処及

び当該事態の発生の防止をいうということで、まあ、本町の場合もこれに準じて業務を遂行してい

くということが担当課長さんの方からお話しがございました。まあ、この２か月間においても、報

告の中で、ご承知のように北朝鮮によるロケット発射問題や、あるいは、あのぅ、行方不明者の捜

索あるいは火災、高速、交通事故等もろもろこういった、まあ、緊急事態といえば緊急事態なんで

す、発生をしておりまして、対応したというご報告はございました。またその間にもいわゆる交通

事故あるいは火災予防の啓蒙活動等行ってきたという報告もありました。まあ、業務、たいへんこ

のようにたいへん多岐に渡っておりまして、まあ、町民の生命身体、あのぅ、生命等を守って行く

ためにはたいへん重要なものというように思い、思いますし、そうした意味で、危機管理課を設置

されたということは、まあ、あのぅ、それだけ町民も安心安全の、を保たれるんじゃあないかとい

うように期待をするところです。まあ、あのぅ、この報告の中でありましたが、町長の行政報告で

、 、 、 、もあり ありました 邑南町の地域防災計画と言うのを立てられておりますけども これの見直し

あるいは災害対策マニュアルの再考といったことが、あのぅ、言われておりますが、現在のこの、

これらの計画等が万全でなかったのか、何、何か不具合があったのか、まあ、あのぅ、緊急事態と

いうのは今も、あのぅ、昨日も台風４号が、あのぅ、日本本土に来ました。まあ、各地で被害をも

たらしたんですが、とう、あのぅ、幸いにも本町には影響はなかったというように思います。また

明日、明後日と台風５号がまたくるというようなことで、あのぅ、まあ、何時どこで起きるのかは

予想が難しく今梅雨期でありますし、これらの台風も懸念される中で、早急に整、もし不具合があ

るならば、早急に整、整備をすべきというように考えますが、そのへん、その点についての考えを

お聞きしたいと思います。

議長、番外。●細貝危機管理課長（細貝芳弘）

細貝危機管理課長。●議長（松本正）

。 、 、 、●細貝危機管理課長（細貝芳弘） おはようございます まず あのぅ 危機管理課が設置されまして

先ほど議員おっしゃいましたように、二月半が経過したところでございます。あのぅ、この課でご

ざいますが、まあ、町長からは危機管理の体制を整備するようにという指示が出ております。で、

まあ、４月早々ではございましたが、危機管理の目標を協議しまして、やはり、あのぅ、予知でき

ない災害に対しては、まあ、災害の規模等によらず、最小にするために、まあ、事前にすべきこと

を全てやるという、まあ、ちょっと大上段に構えたようなことでございますが、そういう目標を掲

げました。しかしながら、まあ、当面の課題の把握というのは、あのぅ、必要でございまして、や

はり、我々は５８年の大水害を経験していますので、その大水害から学ぶということをテーマにい

ろいろの柱立てをしたところでございます。先ほど議員からお話しがありました、危機管理につい

ては、まあ、内閣法に準じて、そのことについて規定をしておりまして、それを、まあ、課の大き

な分掌としております。また加えてですね、各課にはいろいろな危機的事象がたくさんあります。

まあ、おおよそ６０項目ぐらいあるんですが、各課の課長さん、課員さん等お願いして、今大体そ

れが整備できたところでございます。で、この議員のご質問の中にありました、この防災計画、こ

れや、あのぅ、防災の対策マニュアル等についてのご質問でございますが、これに不具合があった

かどうかということもあわせてのご質問でありましたが、不具合ということではありません。で、

これはですね、一つには島根県が今防災計画の見直しをしているとこでございます。で、まあ、あ

のぅ、この内容につきましては、これまでも県の方が見直す段階で、町の方にいろいろお知らせが
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あって、町もそれにあわせて見直してきたという経緯もありますし、また、あのぅ、この内容も勘

案することがあることから加えてですね、危機管理が、まあ、設置されたということで、まあ、文

言修正も出てきます。そういう意味で邑南町の地域防災計画の見直しをすることとしております。

まあ、手順としましては、まあ、４月に、まあ、課が設置されたわけございますが、あのぅ、この

６月時期、まあ、梅雨時期を迎えることが、まあ、二月余りしたら来るというのがもう分かってい

ましたので、まあ、まず、手始めに、職員の行動指針であります災害対策マニュアルを見直してい

こうということを考えたわけでございます。これは支所長さんや、あるいは担当職員さんをしてい

、 。 、 、 、ろいろ協議をしまして これまでのマニュアルを検証しました まあ その中にはやはり あのぅ

行動の中で非常に、あのぅ、参集するときの基準とかいうものが少し曖昧なというか、判断しにく

い部分もありましたし、あるいは水害等が発生したときの水位等の上昇等が確認できる表を作って

いったわけですが、水位をですね、上からずっと水位をこう見るような表を作っていましたが、こ

。 、れを水位とあわせて下から見るとかそういうような工夫をして改版したところでございます まあ

これにつきましては、あのぅ、この意見も皆さま方にも聴きながらやってきております。で、この

マニュアルの最終的な構成についてはだいたい先週、先週ですか、まとめができまして、近々には

。 、 、職員さんにもお知らせしようというふうに思っております まあ このマニュアルでございますが

まあ、より実効性の図れるものにして、仕上げていかなければならないと思っております。で、そ

の中に災害対策本部というのがあるんですが、この災害対策本部にはそれぞれ部がありまして、そ

。 、 、の分掌があります で 分掌がうまく起動するために更に再考していく必要があると思いますので

今後も適時改正していく考えでございます。お尋ねの地域防災計画の見直しでございますが、目標

としては年内の策定を、に、で完了するように今事務を進めておりますので、もう暫くお待ちいた

だきたい、いただきたいというふうに思います。以上でございます。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

はい、あのぅ、まあ、この危機管理体制というのは、まあ、私だけかも●日野原議員（日野原利郎）

分かりませんが何となく、このあくまでその行政的見地、まあ、職員がどう対処するかというのを

きちっと定めたようなその体制づくりというような感じが、あのぅ、否めないんですけども、あの

ぅ、一つには、この住民の方々にいかに早く周知をして、行動していただくかということも重、重

要なことだろうというように思います。そこで昨年でしたか、一昨年でしたか、ちょっと時期があ

、 、 、 、 、れなんですけども 私も あのぅ 会長さんの方から 自治会長さんの方からお聞きしたんですが

あのぅ、町の方から、この自主防災、自治会、まるまる自治会自主防災組織規約とか、まあ、そう

いった、あのぅ、防災計画、自治会における防災計画という一つの、あのぅ、参考案として、あの

ぅ、自治会の方に配布されたというようにお聞きをしました。それで、それぞれ自治会で、そうい

った組織をきちっと、あのぅ、話をされ、話し合いをされた上で自治会あるいは集落等において、

そういった組織が組織化されたのか、で、そういったことを町は把握をされているのか、そのへん

についてお伺いをしたいと思います。

議長、番外。●細貝危機管理課長（細貝芳弘）

細貝危機管理課長。●議長（松本正）

、 、 、 、●細貝危機管理課長（細貝芳弘） ええと お尋ねの自主防災組織 組織の関係でございますが まず

あのぅ、その前にこの大前提としまして、この自主防災組織の育成についてはですね、災害対策基

、 、 、 。 、 、本法に まあ 町長が その育成については責務を持つというふうに規定しております で まあ
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現在の防災計画の中には、まあ、予防とあるいは応急体制それと復旧復興の三つの柱で構成してお

、 、 。りまして この中でご質問の自主防災組織のことにつきましては 計画中の予防の部分に入ります

で、その中に自主防災体制の整備について規定してあります。で、計画では町は自主防災組織等の

防災組織を整備し、これらの組織の活動環境を整備することにより防災体制の強化を図るとしてお

ります。災害が発生した場合でございますが、まあ、道路とか橋などの、まあ、破壊等がありまし

、 、 、 、て 防災関係者の活動が遅れたり あるいは阻害されることが予想され また各地域が孤立したり

まあ、これは部分的なことであろうと思いますが、あるいは消防機関が対応できない場合も多くあ

ります。で、更には消防の職員さん、あるいは消防団員さん、まあ、役場の職員もですが、被害を

受けまして活動できない場合や連絡が取れない場合も想定できます。で、このような事態に備え、

まあ、災害の阻止又は軽減を図るために、住民の自主的な防災活動、まあ、これには初期活動が主

だと思うんです。で、その中に出火防止とか初期消火、災害者の救出あるいは避難等を住民が団結

して、組織的に行うことが必要でございます。このような町民の皆さんの防災組織の活動は警報が

発せられた場合には、災害の情報の的確な伝達混乱の発生防止等についても大いに役立つというふ

うに理解しております。で、この計画ではですね、地域住民の自主防災組織の集落等単位しておる

とこでございますが、当面地域の、まあ、事情も考慮しながらですが、町内３９の自治会がありま

す。これにつきまして自治、自主防災組織をそれぞれ作っていただくように進めております。で、

、 、 。現在ですね あのぅ 六つの自治会が正式に規程を作っていらっしゃいまして活動をしております

まあ、自主防災組織には災害予防などの的確な活動できるように、まあ、あらかじめ組織の編成や

避難路あるいは情報伝達などを含む自主防災計画の策定が必要となってきます。まあ、こういうこ

とからですね、単独ではなかなか難しいということもありますので、サポート的には、まあ、広報

でお知らせしたり、あるいは職員をして出前講座などで自主防災組織の育成のための啓発に、を進

めまして、まあ、目標としましては３年間で全ての自治会に自主防災組織の設置をお願いしたいと

いうふうに考えております。で、関連しまして、計画では学校とか医療機関等、多数の方々が利用

する施設もあります。これらにつきましても自主防災組織を設け災害防止にあたることが効果的で

、 。あるという記述がありまして これについても今後啓発を進めていこうというふうに思っています

で、また関連しますが町は昨年から自主防災組織が円滑に機能するため、防災の指導助言ができま

す、まあ、防災士の養成っていうのがあるわけでございます。これは民間が主催します、日本防災

士機構というのがありまして、この資格認定でございますが、今年も秋に自治会長を通じて公募し

ようとしております。現在１１名の方がその資格を有していらっしゃいます。まあ、郵便局長さん

は、あのぅ、新しい郵便局長さんは別ですが、全ての郵便局長さんは取得されているというふうに

聞いております。これもですね、３年間で３９の自治会に対して、まあ、最低でも一人ずつそうい

う資格を取っていただいたらというふうに考えております。まあ、町としましてはあくまでも、自

主、自治会等の自主性を尊重することを、まあ、前提に、危機管理を窓口に自主防災組織と関係課

のつなぎ、あるいは研修や防災訓練など関係団体に対しての要請、さらには防災環境整備について

連携深めていこうというふうに思っております。また、あのぅ、避難判断等の関係について伝達マ

ニュアルも作成しておりますので、まあ、こういうものも皆さま方に周知徹底を図っていきたいと

いうふうに思っています。以上でございます。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

はい、あのぅ、まあ、あのぅ、ここの危機管、町のいう、町の危機管理●日野原議員（日野原利郎）
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体制の中で、いわゆる町の職員あるいは、あのぅ、消、消防関係含めて、まあ、あのぅ、いわゆる

そこの災害が発生しそうだし、あのぅ、例えばしたという場合についての出動態勢等についてはし

っかり、このマニュアル等で示したとおり、あのぅ、動けると思うんですが、ただ、あのぅ、いわ

ゆる各集落等、まあ、特に、あのぅ、孤立するような集落なんかの場合、する恐れのあるような集

落の場合、その自治防、あのぅ、自主防災組織というのは非常に、あのぅ、重要なものだろうとい

うように思います。あのぅ、まあ、ちなみにお伺いしたいんですが、一つ、あのぅ、例えば今そう

いった組織を今後立ち上げようという、あのぅ、お気持ちは私も理解できます。ただ今の段階で、

、 、 、 、 、 。もし 昨日も時間雨量１００㎜だ １２０㎜だというような雨が あのぅ 実際 降っております

で、万が一、あのぅ、邑南町に、あのぅ、１００㎜、１２０㎜の雨が降ったときにそういった地域

集落等への連絡体制というのはどういった方法で、現在で言いますと、どういった方法でやられる

のか、あのぅ、そのへんちょっとお聞かせください。

議長、番外。●細貝危機管理課長（細貝芳弘）

細貝危機管理課長。●議長（松本正）

まあ、いろいろ体系を、まあ、あのぅ、整理していかなくてはいけ●細貝危機管理課長（細貝芳弘）

ないと思ってますが、まあ、今の段階ではですね、まず、あのぅ、電話回線の利用というのが一つ

考えられます。これは、あのぅ、大災害になったときには断線等が、まあ、懸念されるわけでござ

いますが、まあ、それが一つ。で、最近は、まあ、携帯電話も非常に普及しておりますので、これ

らも活用できるというふうに思います。更にはですね、消防団等に対して、あのぅ、本部長であり

ます町長が命を発したときには消防団が起動しまして、その安否確認等の起動もできるというふう

に思います。また、あのぅ、最近では地域とか団体ごとに、まあ、連絡ができるような民間の安否

確認システムがありまして、これらについても情報提供を進める必要があるというふうに思ってま

すし、町長の方からは、まあ、金額的なこともあるわけでございますが、まあ、衛星電話等の研究

も進めるようにという支持は出ております。以上でございます。一つ忘れておりました、申しわけ

ありません。あのぅ、防災行政無線がありますので。あとですね、あのぅ、ケーブルテレビの、ま

あ、テロップでの、ですが、情報提供ということもあります。まあ、あのぅ、ケーブルテレビにつ

いても、まあ、断線が一部懸念されますが、まあ、そういうのをいろいろ使いながらやっていきた

いというふうに思ってます。以上です。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

はい、まあ、この、あのぅ、各地域、まあ、自治会あるいは集落等と行●日野原議員（日野原利郎）

政との、この情報交換というのは非常に重要なものだろうと思うんですが、まあ、今の段階で、ま

あ、恐らく行政の方は、連絡先の電話番号ぐらいはみなわかっておられるんだろう、ものだろうと

いうように理解はしております。しかし、あのぅ、先ほどありましたようにじし、あのぅ、自主防

災組織、まあ、地域でしっかり話し合いをしていただいて日常、日頃から万が一大雨が降った、降

ったときなんかは、災害が起きそうなときには、あのぅ、隣近所で声か、声をかけ合うとかそうい

った話し合いをした上で、ほいじゃあ、どこにそのへんのまとめをど、誰がして、それと行政とど

う、どういう形でぱい、あのぅ、情報交換ができるのかという、この伝達方法等しっかり今から作

っていただかなければならないというように思います。それと同時に、あのぅ、避難場所の周知徹

底と言いますか、まあ、私事であれなんですが、私のところの自治会集落と、じゃあ、万が一その

避難、避難をすべき、しなければならないような事態に至ったときにほいじゃあどこに避難するん
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だろうかと、まあ、あのぅ、雑談の中で話をすることもあるんですが、あのぅ、実際うちの集会所

も以前５８災の時に裏山が崩れて倒壊をしたという経緯もあります。まあ、自治会会館はちょっと

高台で、あそこは大丈夫なんだろうかということもある、まあ、そのへんところ各自治会の、自治

会なり集落の実態もしっかり、その危機管理の中で、把握をしながら住民との話し合いの中で、じ

ゃあ、何処にいざというときは避難するんだということを、をも、しっかり踏んでいただきたいと

いうように思います。まあ、あのぅ、町長の言われる一人も犠牲者を出さないんだという思いが、

思いを是非今後、あのぅ、将来に向けて持っていくためにもいわゆる行政と住民がいかに一体とな

ってこの防災体制を確立するというのが重要だろうと思いますし、そのための危機管理課であろう

というように私は思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたしますが、町長さん、そのへんの

思い一言お願いします。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

、 。●石橋町長（石橋良治） あのぅ 重要なことをいろいろ指摘いただいたというふうに思っております

、 、 、 、 、まあ 邑南町が発足してから まちづくり基本条例を作って 住民と行政の協働のまちづくり で

特に、まあ、住民の主体的な行動が期待されると、で、それに対して行政はどうやって支援をして

いくかということが、まあ、大きく謳ってるわけであります。その中のやっぱり一番大きなテーマ

というのは今回のような災害にどういうふうに対応していくか、ということが一番のまた大きなテ

ーマになろうかというふうに思っております。まあ、自主自治会ごとの自主防災組織の結成ちゅう

のは急がれるわけでありますけども、議員のご指摘のようにその基礎単位である集落、ここをです

ね、どういうふうにやっぱり小まめにやっていくかということがたいへんこれは重要なことだと思

います。特に、あのぅ、邑南町の場合は広くなって、周辺部を眺めてみると孤立しそうな集落もあ

るわけであります。まずはそこをどうやって考えていくか、一番その危険の大きいところから、順

次こう詰めていくというふうに、まあ、考えっていかなきゃならんと大きな問題であるというふう

に思っております。ありがとうございました。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

はい、それでは２点目の新エネルギー施策についてということでご質問●日野原議員（日野原利郎）

をいたします。以前から庁舎内に研究会、いわゆる新エネルギーに関する研究会が、を立ち上げて

いろいろこう取り組んでおられると言うように聞いておりますが、現在その状況についてお知らせ

をいただきたいと思います。

番外。●沖企画財政課長（沖幹雄）

沖企画財政課長。●議長（松本正）

邑南町職員エネルギー政策研究会というのを昨年８月に発足いたしまし●沖企画財政課長（沖幹雄）

て、本年度人事異動がございまして入れ替えもありましたが、現在９人の職員でやっております。

それから事務局二人の体制で研究を行っております。これまでの経過でございますが、まず視察、

。 、 、 、 、見学等行っております 具体的には小水力発電 風力発電 ペレット製造施設 ペレットボイラー

ペレットストーブ、チップボイラーあるいは水力発電機工場の見学等を、あのぅ、現場で行ってお

ります。それから昨年全国小水力発電サミットというのに１名参加しております。それから邑智郡

森林組合との意見交換もいたしました。具体的には木質バイオマス利用、木材の燃料としての利用

方法でございますが、そういったことについて意見交換をしております。また、あのぅ、参考文献
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等による研究あるいは委員での議論等繰り返しております。それで現在小水力発電、それからもう

一つが先ほどの木質バイオマス利用の２点に絞って研究しているところでございます。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

はい、あのぅ、昨年、ええっと平成２３年度、まあ、これ２２年度繰り●日野原議員（日野原利郎）

越しだったと思うんですが、あのぅ、三つの小学校、口羽、高原、矢上の三つの小学校に太陽光発

電の設置をされております。まあ、この、あのぅ、この状況を、あのぅ、教育委員会の方でお聞き

したんですが、今の私も深く、あのぅ、調べてみませんでしたが、あれ、あれなんですが、一応、

平成２３年度１年間で支払った電気料金が、３校合わせて３６０万ばかし払っとられる。で、発電

収入として３校で７６万１千円、こう入っておるというようにお聞きをしております。あのぅ、ま

あ、この電気料金３６４万なんですが、これ、あのぅ、要するに日中発電をしながら消費もしてお

、 、 、 、 、りますので いわゆる相殺して発電 相殺をして払った電気料金ということなんで まあ あのぅ

、 、 、 、 、発電量はもっと あのぅ 発電収入は７６万 まあ それ以上の発電量はあったというように私は

、 、 、 。 、 、 、 、 、 、あのぅ 理解を あのぅ しております まあ かなりの ただ あのぅ そのへんで 前年度と

、 、 、 、 、対 あのぅ 設置する前の電気料金と比較をしようと思うてお聞きしたんですが これが あのぅ

ちょうど２３年度にエアコンを設置されておりまして、あのぅ、使用料もかなり増えておって参考

にならなかったので、まあ、そのへんちょっとあれなんですが、まあ、あのぅ、いわゆる設置費と

して、まあ、約事業費で言い、まあ、全体事業費で言いますと６千万近い金が、あのぅ、掛かって

おる中で、まあ、この収入ということで、まあ、その効果というのはどうかなというとこはあるん

ですが、私は、あのぅ、十分に今の時代を反映したものであり、あのぅ、有効なものだというよう

に私は思います。要する、こうした、あのぅ、公共施設というのは、あのぅ、昼間電力の消費量が

多くて、夜はほとんど、あのぅ、ないというもの。また、あのぅ、逆に例えば道路のトンネル等に

つき、トンネルの照明なんかはこれは２４時間ずっと電力消費をしと、しておるわけです。で、ま

あ、単純に誰が素人が考えても、あのぅ、太陽光発電、まあ、昼間しかできませんし、そういった

公共施設等には太陽光なんかがいいんじゃあないかなあという、あのぅ、気もします。それと、あ

のぅ、常時電力が必要なト、トンネルの照明であるとかそういったものについては、あのぅ、小水

力であればこれも常時発電が可能というようはものがあろうかと思います。で、今、あのぅ、課長

からの方から、あのぅ、研究会の方の状況をお聞きしたんですが、まあ、最終的に、小水力とバイ

オマス、木質バイオに絞ってこう研究をしておるというようにお聞きしたんですが、実際じゃあ、

それを町の中で本町の中でどのように生かしていこうというように考えておられるのか、そのへん

についてお伺いしたいと思います。

番外。●沖企画財政課長（沖幹雄）

沖企画財政課長。●議長（松本正）

エネルギー研究会の方で、まあ、今、あのぅ、議論している最中でござ●沖企画財政課長（沖幹雄）

、 、 、 、 、いまして 具体的に今の段階でこれを あのぅ まとめで出すとかいうようなことはまだ あのぅ

いろんな分野を絞らずにそ、さっきの二つの分野の中でも分野を絞、絞らずに、あのぅ、研究して

いる段階でございます。それで小水力発電につきましては、あのぅ、トンネル等の照明というのも

、 、 、 、 、確かにあると思いますが 実際に あのぅ 立地の可能性ということは机上だけでなくて あのぅ

現場を見たりして、あのぅ、検討していく必要があると思います。それから木質バイオマス利用に

つきましては、あのぅ、先ほど見学した中で、あのぅ、申しあげましたが、これは、あのぅ、町が
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やるかどうかということは別にしまして、あのぅ、燃料の材料ですね、あのぅ、チップボイラーと

か、あるいはペレットストーブ、薪ストーブとか、そういったことの普及に、あのぅ、をし、をし

ていく必要があるんじゃあないかというふうに考えております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

あのぅ、まあ、今年の、先ほど、今回の６月の補正予算で、１１０万ば●日野原議員（日野原利郎）

、 、 、 、 、 。 、かし あのぅ ついとる このエネルギー政策研究費ということで あのぅ ついとります まあ

当初恐らく１２４万でしたかね、当初、ですから、まあ、２、２３０万ばかしの、この研究費とい

うのは、あのぅ、ついておりますが、まあ、まあ、これを使いながら調査研究をして行かれるんだ

、 、 、 、 、というように思うんですが あのぅ 先ほど言いましたように あのぅ いわゆる昼間公共施設等

あのぅ、昼間電力の消費が多い場合あるいはトンネル、日和、聞いて見ましたら日和トンネルの電

気料が年間、あのぅ、１６８万ぐらいいるんだそうです。で、まあ、町が管理しておるトンネルで

高水トンネルもあるんですが、高水トンネルは３、２３万５千円ぐらいの年間支払いをしとらせる

ということなんで、まあ、あのぅ、金額で言って大きい、小まいはあるんですが、あのぅ、全体合

わせても２００万弱ですので、そうあれではないかも分かりませんけども、一つはそういった、あ

のぅ、小水力、事業費との兼ね合いもあるでしょうが、そういうような積極的にこう取り入れて、

あのぅ、こうで、あのぅ、やるべきじゃあないかと思います。あのぅ、特にこの本庁なんかも、建

物なんかも、あのぅ、屋根、非常にこう日当たりで言いますと非常に良い、あのぅ、屋根じゃあな

いかと思うんです。で、昼間、特に昼間発電しますんで、もうほとんど昼間の消費です。まあ、そ

ういったのをどんどん、あのぅ、しっかり研、研究と言いますか、これ、まあ、誰、研究しなくて

も誰が考えても分かりそうなことなんで、そのへん積極的に取り入れるか、取り入れる気があるか

ないかというところじゃあないかと思います。まあ、そのへんで他の公な、公的施設への導入をも

っと積極的に図るべきじゃあないかという、思います。それと、あのぅ、もう一つは、あのぅ、住

宅用の太陽光発電システムの設置事業費補助金というような今回２００万計上されております。ま

あ、あのぅ、これ補助金２００万なんですが、補助額は１、１ＫＷ当たり１万円、４万円が限度と

いうことなんで、まあ、家庭用電力で３キロから４キロぐらいだというように聞きましたんで、ま

、 、 、 、 、 、 、あ だいたいそれぐらいかないう あのぅ 気がしたんですけども まあ です 補助額が１万円

それと、まあ、今どうも国の補助もあるようで３万、３万円か３万５千円あるようです。それを、

それを合わせても１割にも満たない、まあ、うん、その家庭用のその太陽光発電システム３キロか

ら４キロぐらいで５０万から６０万ぐらい、ＫＷ当たり５０万から６０万、ですから３キロでも１

５０万ぐらい掛かる。１５０万から２００万ぐらい掛かるという、あのぅ、ものなんで、まあ、そ

うしてみるといつ、あのぅ、補助額が１割も満たんような補助額で、まあ、果たしてと言っては失

礼になるんですが、あのぅ、どんどん、あのぅ、住宅用として民間に普及していくものかなあ、ど

、 、 。 、 、 、うかなあという あのぅ 思いが私個人とすればしました これに これは県費ですので あのぅ

国、県、国費、国費、県費ですので、できれば町費も付けて、各家庭にも普及促進を図るべきじゃ

あないかと思うんですが、そのへんについていかがでしょうか。

議長、番外。●沖企画財政課長（沖幹雄）

沖企画財政課長。●議長（松本正）

あのぅ、民家への住宅用の太陽光発電設備の補助制度についてでござい●沖企画財政課長（沖幹雄）

、 、 、 、 、 、ますが ええっと これは あのぅ ３年前の国の事業仕分けの中での意見におきまして あのぅ
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補助制度は縮小して、全固定価格の全量買い取り制度を設けるべきというような意見も出されて、

あのぅ、この度、７月１日からでございますが、電力の固定価格買い取り制度というのがスタート

いたします。これは再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定期間一定価格で買い取

ることを国が約束する制度でございます。で、今回、あのぅ、それぞれエネルギーごとに単価が示

されておりますが、積算の基礎におきましては設備のコスト、設備の設置費用を勘案して決められ

たものでございます。ということで、あのぅ、基本的には、あのぅ、設備コストも出るような試算

だと私は考えております。ただ、あのぅ、議員おっしゃいますように、あのぅ、たいへん少額では

、 、 。あるんですけど あのぅ まずそこのへんからスタートしていきたいというふうに考えております

はい、議長。●日野原議員（日野原利郎）

日野原議員。●議長（松本正）

はい、あのぅ、まあ、この庁舎内の、あのぅ、研究会も昨年発足された●日野原議員（日野原利郎）

ばかりで、１年間こうしてやってきておられるわけで、今年また、あのぅ、研究費もこうしてつい

。 、 、 、ておるわけです あのぅ 先ほど言いましたように 公共施設あるいは民間の個人の住宅等含めて

あのぅ、いわゆる町としての、そのエネルギー政策、新エネルギー政策というのをしっかり打ち出

して、エネルギービジョンというのもあるんですから、まあ、そういった、あのぅ、から積極的に

どんどん進めていっていただきたいというように思います。私今回この２点について、あのぅ、質

、 、 。 。 、問を あのぅ 通告をしております 一応一通りは済みましたので終わらせていただきます また

あのぅ、この続きは後の議員さんの方にお任せしたいと思います。ではたいへんありがとうござい

ました。

。 、●議長（松本正） 以上で日野原議員の一般質問は終了いたしました ここで休憩に入らせていただき

いただきます。再開は１０時２０分とさしていただきます。

―― 午前１０時０８分 休憩 ――

―― 午前１０時２０分 再開 ――

再開をいたします。続きまして通告順位第２号中村議員登壇をお願いします。●議長（松本正）

議長。●中村議員（中村昌史）

３番中村議員。●議長（松本正）

３番中村でございます。この度２点について、通告をいたしております。そ●中村議員（中村昌史）

の順に沿って質問をしたいと思います。最初にですね、少し大きな話になろうかと思いますが、あ

のぅ、今脱原発ということが叫ばれております。こういった中で地方から新しい価値観、この国の

あり方とかですね、今後の我々の暮らし方というふうなことについて、そういった意見を発信すべ

きではないかというふうなことで、で、若干の提案、提案を交えながら町長のお考えを問いたいと

思います。まず確認をしておきたいと思いますが、ええと、昨年６月議会の長谷川議員の質問、島

根原発の中止を申し入れよという質問に対して、町長は今すぐ中止ということは無理であろうが、

方向としては脱原発に向かうべきと認識しているという意味合いのご答弁をされたと思います。ま

あ、現在、たまたまではありますが、あのぅ、国内の全ての発電、原発が止まっている、まあ、あ

のぅ、大飯原発は再稼働が決まってじきに動き出すのかも知れませんが、こういう状況にたまたま

なっておるわけですが、町長のそういったお考えは今も変わっておられないかということを最初に

確認をさせてください。

はい。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）
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変わっておりません。●石橋町長（石橋良治）

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

この今から議論をしようということの大前提にその脱原発というふうなこと●中村議員（中村昌史）

があるわけでございますので、確認をさせていただきました。国はですね、現在国民の過半数が反

対しているにもかかわらず、国民の利益のためと称して大飯原発の再稼働を決めました。昨年の福

島原発事故から現在まで、様々な動きや議論がなされていました。最初には、あのぅ、菅前首相の

脱原発宣言、それから経済界からの様々な働きかけ、原発再稼働に向けての働きかけ、最近では関

西広域連合の知事会の動き、反対といっておった者が最終的には容認というふうな動き。そういっ

た中で、様々な議論がなされてきたわけですが、まあ、一番大きな問題は電力需給の問題だろうと

思います。そういったことで、まあ、この度再稼働ということが決まったわけでありますが、根本

的には原発の安全性を誰がどう判断するかというふうなことも曖昧なままの状況です。しかしなが

ら、脱原発に向かう上で私が一番重要な課題というのは、私が考えております課題というのは、脱

原発後のこの国のあり方、我々は今後どうやって暮らしていけばいいのかということについての議

論が聞こえて来ないように思います。ええっと、町ではですね、あのぅ、まちづくり基本条例を制

。 、 、定しております その前文に まちづくりは先人達から受け継ぐべき伝統的生活文化を見つめ直し

それらを反映することが重要ですというふうに謳ってあります。これは逐条解説にもありますが、

経済性や合理性に基づく都市型の価値観ではなくてですね、自然環境や伝統的生活文化を見直すこ

とで地方発の新しい価値観をアピールすることで邑南町に住むことの意義あるいは邑南町の存在意

義を見いだそうとするものであります。まあ、現在様々な定住施策が行われておりますが、そうい

った施策ももちろんこの考えに基づくものと認識しております。いずれにしてもですね、今のこの

脱原発ということが叫ばれている中でですね、今こそがこういった地方発の新しい価値観というこ

とをアピールする絶好の機会だというふうに私は思いますが、町長はどういうふうにおかん、感じ

ておられますでしょうか。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

機会ということで考えるならば日本のエネルギーということを将来のことを●石橋町長（石橋良治）

考えるということになれば非常に大きなターニングポイントに来たのかなあと、そういう意味では

地方が大いに発信していく時期に来ていると、まあ、いうふうに私は今感じております。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

あのぅ、この新しい価値観と言いますか、地方から発信すべき価値観という●中村議員（中村昌史）

のは、あのぅ、今までのですね、都市的な合理性とか、経済性とかに基づいたものではなくてです

ね、少し、少し不便な生活を楽しむ心のゆとりを持つというふうなことではないかと思います。え

えっと、町長、薪ストーブを設置されたそうでございますが、あのぅ、冬場にですね、こうスイッ

チを入れて暖かい暖をとると、スイッチをポンと押して暖をとるという便利さではなくてですね、

薪を燃やして、暖をとる、あるいは、まあ、囲炉裏で炭をおこして暖をとるとかですね、そういっ

た少し不便ではあるけれども、そういったことを楽しむというふうなゆとりが必要なんじゃあない

だろうか、というふうに考えます。まあ、あのぅ、全ての国民の皆さんに理解を求めるということ

は不可能でしょうが、少しでもこの価値観に同調してもらえる人を増やすということが重要なんじ
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ゃあないでしょうか。その意味ではですね、あのぅ、橋下大阪市長の手法、あのぅ、平成維新の会

の手法というのは参考にすべきなんじゃあないかなというふうに思います。もちろん、あのぅ、主

張されている内容については私の考えと相容れるものではありません。全く反対の都市型の価値観

を述べておられるわけですから、私の考えと全く相反するものであると、あろうと思います。しか

し、その主張の手法、手段ですね、特にマスコミの使い方というふうなことは参考にすべき点が多

いんじゃないかと思います。あのぅ、知事になられる前から、テレビ番組に出演されておったりし

、 。 、てますんで そのへんの使い方というのは心得ておられるのかなというふうに感じました あのぅ

我々がですね、国に対して、国の政策について要望を行う場合ですね、まあ、直接国の行政機関に

出向いて要望するという手法もあります。また地元出身、国会議員の先生方を通じて要望するとい

うふうな場合もありますが、あのぅ、個々の政策についての要望というのはこの方法でよいのかも

知れません。が、今議論しております、脱原発後のあり方というような問題にはそぐわないような

気がします。つまり、あのぅ、できるだけ多くの方に考えを伝える、いわゆる世論を形成するとい

うことが重要なんではないかなというふうに思います。まあ、その意味で、橋下市長の手法は評価

すべきじゃあないかとなと、参考にすべきじゃあないかなというふうに思います。今、あのぅ、町

では、日本一の子育て村構想について、雑誌やテレビの取材があったりですね、また民放のお見合

い番組やＮＨＫののど自慢の放送もありました。今注目を集めているところだろうと思います。こ

の際広く国民の皆さまに邑南町発のこの国のあり方、都市的価値観に対抗する価値観を訴えるべき

と考えますが、町長のお考えをお聞かせください。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

まあ、少しお時間をいただきたいと思いますが、あのぅ、まあ、橋下さんの●石橋町長（石橋良治）

手法のことについて、まあ、申されました。あのぅ、まあ、あの人にやっぱり欠けているのは、や

っぱり財源的な裏付けがやっぱりきちっと精査されてる話ならいいんですけども、非常に、まあ、

耳障りの良い話が多くて、なんか今の政権と同じようなところもありはしないかと。で、やっぱり

言うからには責任を持たなきゃいけない、で、やっぱり私、私が心配してるのは、世論形成はいい

んですけれどもポピュリズムと言いますか、言葉でもって大衆に迎合していくというか、大衆をこ

う導いていくっていうことは非常に、まあ、あゆう、あやゆい面もあるのかなと、まあ、こういう

ふうに、まあ、思います。まあ、その中で、あのぅ、まあ、邑南町の話が出ました。日本一の子育

て村ということを今中心にいろいろとマスコミさんも入っていただいて、訴えているわけでありま

すけども、まあ、これとてやはり１０年間の計画の中でしっかり財源を確保しながらやってるわけ

でありますから、ある意味ではこの責任を持って遂行していくということが私は職員と一緒になっ

てこの自信を持ってやっていくということについて、非常に、まあ、言えるわけでありまして、若

干橋下さんとはまた若干違う部分もあるのかなあと、まあ、ことの問題、大きい小さいは別にして

も。いうことで、やっぱり裏付けを持ってしっかりマスコミに訴えていくということが大事かなと

いうことを今、中村議員のお話を聞いて感じたわけであります。まあ、その中で、まあ、あのぅ、

この国のあり方ということをいろいろ聞かれているわけでありますが、まあ、確かに絶好の機会で

あろうというふうに思っているのは、やっぱりエネルギー問題について、ひと、まあ、地方が大い

に発信できる状況にきた、で、まあ、これからのやっぱり日本のこの国のあり方っていうのは、二

つあると思いますけども、一つは、まあ、均衡ある国土の発展。で、これは、まあ、日本列島改造

論からこうやって行って、あのぅ、遡って行っても、結局は一極集中が是正されなくて、東京一局
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集中になってきた、この反省をどう見るかです。ということを考えるならば、やっぱり今後は地方

分権というよりも、地域分散型の社会に考えていく必要があるというふうに思います。で、まあ、

これは人の移動をどうやって地方へ、地域へ分散さしていくか、あるいはエネルギーをどやって地

域分散さしていくか。で、そういうことがですね、やっぱり一つは少子化対策にもなるだろうし、

エネルギーのそのあり方についても私は非常にいいのかなあというふうに、まあ、思ってます。ま

あ、そのためのやっぱりエネルギーは産業政策と絡んで地域を活性化さしていくということになる

んだろうと思います。まあ、二つ目にやっぱり均衡ある国土の発展と同時に地域の自立ということ

を、まあ、特に、まあ、言いたいわけでありまして、そのための税源、財源の維持をどういうふう

に地域へ委譲さしていくかと、まあ、このことが今、あのぅ、道州制の議論とか、あるいは広域連

合の議論とかいうことに、まあ、なっているわけであります。いずれにしてもやはり地域がどうや

って活き活きと暮らし、心豊かな地域が形成されそれが全体の日本のそういった形になっていくか

ということについては中村議員の思いと一緒ではないかなと、まあ、こういうふうに、まあ、思っ

ております。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

あのぅ、いわゆる地域分散、地域の自立ということは私もそうあるべきだろ●中村議員（中村昌史）

うというふうに思います。あのぅ、前々から邑南町でのことで言いますと、地域の発展がないと邑

南町自体の発展がないんだというふうなことを私は言わしてもらっておりますが、国のことを考え

たときに、同じようなことがやっぱり言えるわけで、地域が発展しないと国全体が発展しないとい

うことが言えるんじゃないかと、そういう状況の中で、町長が言われるように、あのぅ、将来を考

える上での、まあ、重要なターニングポイントに今あるんだろうと思います。で、やはりこの際で

すね、あのぅ、その言葉だけで、ということは、まあ、危険性があるというふうなお話しでありま

したが、あのぅ、邑南町として、あるいは、まあ、日本の中の一地域としてですね、そういった国

全体を発展させるために地域がどう、どういうふうにあらねばならないか、あるいは、そのための

地域発の価値観というふうなものはもっともっと声を大きくして、アピールしていくべきではない

かというふうに私は思うんですが、そういうことを、まあ、例えば、あのぅ、マスコミの、まあ、

あのぅ、子育て村構想についてマスコミの取材を受けられる、そのときにですね、構想そのものの

話だけではなくて、その根本にある邑南町として、こういう価値観で町を今から豊かにしていくん

だと、国全体もそうやってよくなっていくんだというふうなそのところももっともっとＰＲという

かアピールされるべきではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

あのぅ、マスコミの取材を受けるときに私はだいたい言ってるつもりであり●石橋町長（石橋良治）

ますけども、あのぅ、今のやっぱり日本の喫緊の課題というのは少子化ということであります。こ

のことが非常に国としては遅れてるという危機感を持ってます。したがってこれは国全体でやると

いうことを待ってても、これはなかなか前に行かない。したがってできるところから、できる自治

体からやっぱり風穴を開けていかないとい、いけないという思いの中で、３月の定例会の中に決意

表明として、出馬の決意表明としてうたい、たわけでありますけれども、この邑南町からやっぱり

、 、 、少子化ということを 対策ということを一つのテーマに取り上げて国を動かしていきたいと まあ

、 。 、 、 、 、こういうことをですね マスコミの方にも言ってるわけであります で まあ そのことを まあ
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今後も訴えていきたいと思っておりますし、それから議員ご指摘のような、あのぅ、今から大きな

課題になるであろうエネルギー問題についても邑南町としてできることは何、何なのかと、で、そ

れがたくさんこの邑南町のエネルギー対策が小っちゃなことであっても集まれば結構な力になる

、 、 、 、 、 、し それが各自治体に波及していけば また大きな力になるし こういうこともですね ２ ２５

４年度、２５年度以降の大きなテーマとして考えていきたいなあと、まあ、こういうふうに思って

おります。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

あのぅ、個々のですね、あのぅ、少子化問題が、まあ、一番重要であるんだ●中村議員（中村昌史）

というふうなことは私もそういうふうに思いますし、エネルギーの地域分散というようなこともそ

うあるべきだと思います。ですが、その根本的に、あのぅ、この国この日本が今から将来脱原発後

どういうふうになっていくんだというところの議論もあわせてしておく必要があるのではないかな

というふうに思います。ええっと、そうしますとですね、あのぅ、もう１点言いますと、そういっ

た、まあ、アピールをす、しよう、世論形成をしようとしたときに、あのぅ、まあ、数の理論から

言いますと、邑南、邑南町が大阪市に太刀打ちできるものではありません。しかし、まあ、全国に

はですね、邑南町と同じような中山間地域で過疎高齢化に悩む、少子化に悩む市町村がたくさんあ

ろうと思います。人口の集中した都市に対抗するには、まあ、これらが連携をしなきゃならんとい

うことはいうまでもないと思います。町長は、まあ、あのぅ、町村会であるとか過疎地域対策協議

会であるとか、それから水源の里連絡協議会であるとか、そういうな組織で重要な地位を占めてお

。 、 、 、 、られます できることならば先ほどの考え方を そういった あのぅ 他の町村と共有してですね

そういった場で、あのぅ、全国に向けて、その発信をしていくと、そういった組織を通じた、あの

ぅ、マスコミ活用であるとか、プレス発表のようなことを有効に活用されるべきではないかと考え

ます。そこで、まあ、町長のそういう組織でのお立場から、あのぅ、都市の理論、都市的価値観に

対抗する、世論形成の取り組みを、の働きかけを積極的に行われるべきではないかと思いますが、

その点についてはいかがでしょうか。

はい。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

あのぅ、世論に訴えていくというやり方でありますけども、若干そのへんは●石橋町長（石橋良治）

中村議員と、こう私思いが違うのかなとこう思って聞いておりました。と言いますのも、この世論

の訴え方についてはやっぱり具体的に訴えていかなきゃいけない。あるテーマに、例えば絞って、

やっぱり訴えていくことが私はよりインパクトがあるのかなと、あまりそのあり方論で、抽象論的

に論ずる、私はつもりはないし、したがって、まあ、あのぅ、冒頭にちょっとさっき、まあ、言わ

れましたけども、少子化であるとかエネルギーもこれ大事だけども、そのあり方についていろいろ

議論してもらいたいということについて私は、あのぅ、少子化やエネルギーの問題を議論すること

が日本の国のあり方につながる、具体的なテーマでやっていくことがですね、非常に国を動かす原

動力になるのかなあと、まあ、ここが若干その手法とか思いが違うんではないかなと思っておりま

す。で、そういう意味で、まあ、町、県の町村会あるいは過疎対策協議会、これ全国ベースありま

。 、 、 、 、す それから全国ベースの水源の里連絡協議会 これもですね 具体的な今 問題に絞ってですね

国の方にいろいろと訴えております。まあ、これを一つ一ついうとちょっと時間が掛かるかも知れ

ません。これは、まあ、今回割愛はいたしますけれども、また後ほどご質問があればお答えをした
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いということで、現実にやっていることをご理解いただきたいというふうに思います。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

あのぅ、まあ、実際に、あのぅ、町長が活躍されておるということはよく分●中村議員（中村昌史）

かりますが、あのぅ、そういった、議論がですね、国民の皆さまというか、まあ、あのぅ、我々と

言いますか、まあ、住民の皆さんに見えてきにくいところがあるんではないかと思います。それを

こうもう少し、全国的な議論に発展をさせるという意味でも、あのぅ、マスコミ活用というふうな

ことは考えられるべきだろうと思います。その論じられることがそもそも論でなくてもですね、あ

のぅ、そういったことを実際に訴えておられるということが、なかなかその一般の皆さんに見えて

来ない部分があるんだろうと思うんです。それは世論形成というところはちょっと危ういというふ

、 、 、うなお話しもありましたが 脱原発という大きなテーマですので これは国民みんなが議論をして

。 、 、今からどうするんだということを話していかなきゃならんことだろうと思います ですので まあ

私も今ここで地方議会ではありますけど、こういったテーマで話をさしてもらっておるわけです。

そういったことをもう少し、こう全国的な議論につなげていくというための手法として、どういっ

たことを考えておられるかというふうなことをお聞きしたいと思います。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

、 、 、 、 。 、●石橋町長（石橋良治） ええっと まあ 一つは あのぅ 全国水源の里連絡協議会であります で

あのぅ、今そのエネルギーの問題を考える以前に、水の確保の問題がたいへんな状況になっている

と思います。これは例えば外国資本に森が買われている状況が、全国的にも見られる。で、このこ

とがやはり大きな将来の日本国民の生命の安心安全が脅かされている状況になっている。それをや

はり何とか阻止しようというところで、この６月末にはアンケート調査の結果がまとまります。こ

れは連、水源の里連絡協議会で今の実態をこう全国ベースで調査をしております。で、その調査の

結果によって、法整備ですね、今は法律が非常に、まあ、私有権等々で、まあ、なかなか前に行か

、 。 。 、 、ない 制限が それを法整備をこう訴えていこうということを今やっております ですから まあ

あのぅ、過程の中では今までは見えなかったけども、これが明らかになってくるというふうに、ま

あ、思っております。あるいは、あのぅ、まあ、今回も空き家の問題がいろいろと出ておりますけ

れども、これも今は各自治体で何とかしようということで条例づくりを模索しているわけでありま

すが、これは、あのぅ、なにも都市、過疎地域だけの問題ではない。都市部の問題にも当然つなが

っている問題であるから、これはやはり全国町村会として、見過ごすわけにはいかないんで、国の

方に対して、法整備あるいは費用の、どういうふうに持ったいただくか、あるいは利活用の問題も

、 、 、 、 。 、 、含めて こう国の方に こう訴えていくという段取りに まあ なっております ですから まあ

今年度についてはそういった動きが明らかになって国民の皆さまには少しご理解いただけてくるん

ではないかなと、まあ、こういうふうに思っております。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

まあ、あのぅ、個々のですねテーマに対す、関して、それぞれの組織で取り●中村議員（中村昌史）

組んでおられるということは分かります。分かりますが、あのぅ、何度も言うようですが、脱原発

後の日本をどうするのかというところをですね、それに、まあ、個々の問題をすればそこにつなが

るんだよというふうにおっしゃいましたが、基本的にそれが最初にあるんですと。今から日本をど
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うしたらいいのっという議論が見えて来ないというところが、こう、テレビの報道なんか見てても

ですね、あのぅ、こう、やるせないところがあるんだと思います。それからそういったところをそ

ういった組織を通じて、どんどんその国民的な議論になるように広げていっていただくというふう

なことをお願いしたいと思います。あのぅ、まあ、たまたまですね、今は脱原発いう問題がありま

すから、絶好機だというふうに考えるんですが、あのぅ、この問題がなくてもですね、過去の高度

、 。 、 、経済成長期のような 経済成長はもう望めないだろうと思います 円熟期と言いましょうか まあ

低成長時代、そういった時代に入ったこの国のあり方というふうなことを考える上でも、地方発の

新しい価値観というふうなものを、まあ、最初に言いましたが少し不便な暮らしを楽しむ心のゆと

、 。 、 、りを持つというふうなことを アピールするのは重要なことだと思います まあ 具体的なですね

スローガンであるとか、マスコミ対応の手法であるとかというようなことについては、あのぅ、町

長のこれまでの経験から培われた手腕に期待をしたいと思いますが、是非取り組んでいただきたい

ことだというふうにお願いをいたします。時間の関係もありますので、次の質問に移ります。先ほ

ど町長からもちょっとありましたが、空き家活用について問います。あのぅ、全員協議会で町長か

ら若干の説明がありました。危機管理課の方で調査を検討中ということでしたが、これはいわゆる

倒壊危険家屋をどうしようかという、そのための調査のことかと思います。私は、あのぅ、そうい

った危険家屋だけでなくですね、そのまま使用可能な空き家あるいは若干のリフォームによって使

用可能な空き家も含めてお話しを伺いたいと思いますが、そういった空き家の実態把握の状況を教

えていただきたい。県や外郭団体の空き家バンクへの登録状況や定住コーディネーターが把握され

ておる状況など含めてお知らせください。

議長、番外。●細貝危機管理課長（細貝芳弘）

細貝危機管理課長。●議長（松本正）

最初に、あのぅ、危機管理課の方からお答えしたいと思いますが、●細貝危機管理課長（細貝芳弘）

まあ、町長からは先ほどにも話がありましたように、まあ、危機管理課で空き家対策についての方

策を進めるようにという指示が出ております。４月になりまして自治会担当職員というのが各自治

、 、 、会の担当としていますが この職員の皆さま方に６月を目途に空き家の現況の把握を依頼し 現在

取りまとめ中でございます。空き家は、まあ、危険性の高い問題とそれから利活用の面がそれぞれ

あると思いますが、まあ、議員もご指摘のように、そのとおりでございます。で、利活用の面では

定住促進課が所管してますので、また後ほどお答えがあると思いますが、危機管理課が、まあ、所

管しています空き家の対策につきましては、まあ、空き家の危険性の問題を中心に邑南町の全容を

。 、 、 、把握しようとしているところでございます まあ 一つには個人のざん 財産への状況把握のため

担当職員によります目視と、まあ、近所に聞き取り調査などをしまして、それでまとめていくよう

。 、 、 、 、にしております まあ これはあくまでも 全体把握の中で 年間を通じて全く管理されておらず

また放置されている空き家のうち、もう既に崩壊が始まっている棟数とか、あるいは、このうち道

路や民家に隣接し危険であるもの、さらには将来危険であると思われる棟数、現に危険な棟数を、

まあ、図上で示して把握しようとするものでございます。で、逆にですね、危険家屋が、まあ、列

挙されまして、数値が出てくるわけでございますが、全体把握の中でその危険部分を引きますと、

まあ、有効かどうかは分かりませんが、利活用の面での資料にもなるかも知れません。まあ、そう

。 。いう意味でもう暫く結果についてはお待ちいただきたいというふうに思います 以上でございます

議長、番外。●原定住促進課長（原修）

原定住促進課長。●議長（松本正）
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はい、定住の方からは、あのぅ、まず全、全国的に、あのぅ、賃貸住宅や●原定住促進課長（原修）

空き、賃貸住宅の空き室や別荘などを含む、いわゆる空き家の総数は全国で、まあ、年々増加して

おりまして、総務省が５年ごとに実施しております住宅土地統計調査によりますと、直近の平成２

０年実施の調査ですが、全国の空き家総数７５７万戸で、総住宅の１３．１％を占めておるという

結果が出ております。あのぅ、まだ活用できる空き家について、まあ、あのぅ、邑南町では空き家

情報活用制度というのを設けております。これはあくまで所有者の方からの申請によるものだけな

んですが、邑南町にある空き家を登録して、定住などを目的にその空き家の利用を希望される方に

対して、この情報を提供しまして、斡旋のお手伝いをすると、そうしたことにより、空き家の有効

活用を図っているという実態でございます。具体的数値ですが、あのぅ、先ほど申しましたよう申

請者による申請だけなので、悉皆調査、いわゆる全数調査ではありません。その点をふむあい、踏

まえていただいた上で、現在、あのぅ、登録の方は数１０軒あるんですが、この内紹介が可能なも

の、これには、あのぅ、改修が相当必要なもの、程度のものも含めますが、現在３８軒あるという

ことで登録しております。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

、 、 、 、 、 、●中村議員（中村昌史） あのぅ 先ほども言いましたが まあ 倒壊危険家屋の調査 これは まあ

もちろん重要なことで、３月定例会での議会からの要望を受けてのことだろうと思いますけども、

あのぅ、そういった危険家屋に対する対策、これは、まあ、重、たいへん重要なことであろうと思

。 、 、 、 、います ですが そこに至る前のですね まだある程度は健全であると言えるような空き 空き家

その時点でそういった空き家を有効に活用するというふうなことも重要なことではないかと思いま

す。そこで２点の提案をしたいと思います。今の段階で、まあ、実施可能か、不可能であれば将来

的に実施に向かえるかどうかと、そういったお考えがあるかということについて問いたいと思いま

す。最初にですね、空き家を活用した町営リフォーム住宅というふうなことはできないだろうかと

。 、 、 、 、 、いうことについて提案をしたいと思います ええと これは あのぅ 岡山県の西粟倉村へ 外な

まあ、林業関係のことで伺ったことがあるんですが、そのときにそういったことをやっておられる

ということを聞きました。それ以降、あのぅ、調査をしてみましたら、あのぅ、県内の海士町でで

すね、リニューアル住宅ということで取り組んでおられます。あのぅ、海士町の、あのぅ、西粟倉

村の場合は、これは町営住宅ではないんだそうです。あのぅ、家主と借り主との間を、まあ、町、

町、西粟倉村ですか、まあ、村がですね、いわゆる不動産業者のような仲介を行って、契約は所有

者と入居者が直接契約をする。で、その場合に村の方が、いくらかお金を投資して、改修を行って

住み安い状況にすると。で、そのお金を改修するために家賃は所有者と村とが折半というような仕

組みのようです。ですからこれは、ええっと町営住宅という、厳密な意味でいうと町営住宅ではな

い。ないんですが、まあ、そういうふうな制度で西粟倉村はやっておられます。ほいから、海士町

は、これは公営住宅にされてると、これは、あのぅ、民間の空き家をもっとられる方に、まあ、呼

びかけてですね、公募されたんだそうですね。で、その町の、まあ、海士町はご存じのようにＵＩ

ターンの多い町でございまして、住宅が足りないという事情があるんだろうと思います。で、そう

、 、 、 、いった町の呼びかけに応じて あのぅ 無償で使ってもらってもいいですよっという住宅を まあ

公募されたと。で、現在、あのぅ、そういったものを改修して、いわゆる定住住宅として町が、町

、 、 。 、 。 、 、と入居者とが契約をして あのぅ 貸し出していると で ４４戸今あるそうです まあ これは

あのぅ、教員住宅、以前の教員住宅も含んでの４４戸なんで、純粋に民間の空き家っていうのはこ
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こまでないのだろうと思いますが、そういうふう、な、あのぅ、取り組みを、まあ、既にやってお

られるところがあるわけです。本町でも、まあ、こういったことはできないもの、ものだろうかな

というふうに考えますが、いかがなお考えでしょうか。

番外。●原定住促進課長（原修）

原定住促進課長。●議長（松本正）

邑南町での現状をまず申しあげますと、あのぅ、先ほど申しましたように●原定住促進課長（原修）

空き家情報活用制度というのを実、実施しておりますが、あのぅ、この制度の問題点としまして、

あのぅ、登録されている空き家のほとんどが、あのぅ、人が住まなくなってからかなり年数が経っ

ておりますので、あのぅ、床や屋根などがたいへん劣化しておりまして、住むためには大掛かりな

修繕工事が必要となっているような状態の物がたいへん多いです。また、あのぅ、空き家には、あ

のぅ、実際に住み始めてみないと分からない修繕が必要なか所というのがよく後になって発生しま

して、あのぅ、契約後に発生するそうした事案でトラブルとなるということも起きております。あ

のぅ、ご質問の趣旨にあった空き家を町営住宅として、あのぅ、リフォームする可能性はというこ

とだったで、そのへんで申すんですが、住宅として提供した後も、あのぅ、修繕費の必要性が多く

、 、 、 、発生することとか あのぅ 立地 リフォームの基準というのを設けることが難しいんじゃないか

あるいは立地場所としての適正や邑南町住宅マスタープランとの整合性などを考慮しますと、あの

ぅ、町営住宅としてのリフォームには、ちょっと問題点が多いと考えております。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

あのぅ、確かにですね、あのぅ、問題点はかなりあるんです。あのぅ、言わ●中村議員（中村昌史）

れますような、あのぅ、維持管理の問題がですね。海士町の場合は、あのぅ、町が借り上げて貸し

てるということですから、維持管理は町がやると。西粟倉村の場合はそういった維持管理は、所有

者の責任でということのようです。ですから、あのぅ、ここでは町営のリフォーム住宅ということ

で、提案をさしてもらってますけども、あのぅ、形としてですね、あのぅ、町営住宅にするのかど

うかというのは今から議論をしていかなきゃならんことだと思います。あのぅ、管理の問題ももち

ろんそうですし、そいから、どこまで改修するのかというふうなこともあります。今、まあ、耐震

の問題も言われてまして、調査をしました二つの町村では耐震改修までは行っておられない。です

から、その入居される方に、そういうことをお知らせして入ってもらってるんでかっていうふうな

ことを伺いましたら、そういうことまではしてないということのようです。ですが、まあ、いざ、

あのぅ、大きな地震が来たときにですね、公営住宅が倒壊として、やってたものが倒壊したという

ふうな場合には、こう責任はどうするというふうな問題もありましょう。ですけども、あのぅ、も

う１点今から申しますことも含めてですね、あのぅ、空き家を有効に活用していくという上で、方

向性は、まあ、どういう方向でいくかっていうことは、あのぅ、いろいろありましょうが、検討さ

れるべき課題ではないかなというふうに思います。それともう一つの問題は、あのぅ、所有者の意

向も含めたですね、情報の収集管理、それから所有者との交渉、調整、そういったちょっと繁雑な

業務が必要になります。そういったことをですね、あのぅ、町が行政が独自で行うということには

。 、 、ちょっと限界があろうかと思うんですね で それぞれの地域に住んでおられる方にお願いをして

まあ、そういった方が、まあ、過去からの経緯もよくご存じでしょうし、所有者の方との人間関係

ももっておられるでしょうし、そういったことを含めた、まあ、民間の力を活用するというふうな

ことが必要なんじゃあないかなと思います。で、情報のことで言いますとそうですが、あのぅ、実
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際に住宅を建てるということで、本年度から民間賃貸住宅建設支援事業、これの内容が充実されま

した。県からのお金２兆が上乗せをして支給しようというものでありますが、まあ、県の制度が下

にありますんで、そのままこれを改修に使うということは無理かも知れませんが、あのぅ、県と、

まあ、交渉してみるような余地はないのか、あのぅ、この事業を、で、空き家を改修する、民間事

業者が空き家を改修して賃貸住宅にしようとする場合に、同じような補助を支給するということに

ならないかということでございます。で、そういったことで、まあ、県の今の制度があるわけです

、 、 。 、 、から まあ 県と交渉するような余地はないのか まあ 今の制度で不可能だということであれば

新たな制度を創設するというふうなことのお考えはないかを問いたいと思います。

議長、番外。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

ええっと、まあ、２点ありましたので、後の県との、その関係は担当課長か●石橋町長（石橋良治）

ら答弁させます。で、最初のご質問で、まあ、所有者等の大変な、まあ、情報収集とかいろんな事

務的な作業が大変なんで、例えば民間で、やるとこがあればという話でした。で、それは私は有り

だと思います。あのぅ、まあ、空き家が増えている状況の中で利活用というのはたいへん大きな問

題ですから、そういう民間の方が率先してそういう業務をやりたいということになれば、やっぱり

我々は話し合いの場に出ていく必要があろうかと思っておりますので、まずその民間の方々のお考

えやる気も含めてですね、お聞かせ、後日お聞かせいただきたいなあと、まあ、こういうふうに思

っております。まあ、現に江津の、あれＮＰＯでしたっけ、まあ、随分活躍されたという経緯も知

ってはおります。

議長、番外。●原定住促進課長（原修）

原定住促進課長。●議長（松本正）

あのぅ、町の民間賃貸住宅建設支援事業を何とか活用できないかというご●原定住促進課長（原修）

質問でございまして、あのぅ、議員さんご存じのように、あのぅ、まあ、今年度から補助要綱を一

部改正して、あのぅ、より安い家賃の賃貸住宅建設促進を図るいうことで、改正したわけなんです

が、あのぅ、先ほどおっしゃいましたように島根県の事業、定住促進賃貸住宅建設事業補助金とい

うのをベースに、それに上乗せして、実施しておりますんで、あのぅ、県の要綱、条件を守るとい

うのが最低限必要なことになっておりまして、その要件では新築の住宅しか認めないということで

ありますんで、当然町の方の事業でも空き家改修には活用できないという現状になっております。

あのぅ、もちろん県の方に、空き家改修でも活用できないかという、あのぅ、お願い提案はするこ

とはやぶさかでなくて申しますが、まあ、全県的な制度ですので、邑南町だけを許すという結論に

も至るかどうかはちょっと分かりませんので、続けてお願いはしてみます。それと他の事業という

ことで、やはりこうした全国的に空き家が増えていくせいか、あのぅ、国の方で今年から民間住宅

活用型住宅セイフティネット整備推進業という、まあ、名前はあれですが、要は民、民間の賃貸住

宅の空き家を改修する際にいくらかの補助を出すという制度が本年度から始まりました。ただし、

これには、あのぅ、限定がありまして、あのぅ、耐震改修工事とバリアフリー改修工事と省エネル

ギー改修工事、この３点に限っておりまして、まあ、当然入居者も高齢者世帯と障害者世帯、子育

、 。 、 、て世帯の が入居する場合という限定はされております このようにただ現状を踏まえて あのぅ

いろんな制度がこれからも出てくるやも知れぬという淡い期待は持っておりますが、いろいろそう

いったものを捜してまた、あのぅ、お知らせしたいと思います。

議長。●中村議員（中村昌史）
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中村議員。●議長（松本正）

、 、 、 、 、 、●中村議員（中村昌史） あのぅ 町内のですね 関係業者 まあ 建築の関係の業者の方と あのぅ

この制度について話をしたことがありますが、あのぅ、空き家改修に適用されればいいのになとい

う意見がたくさんありました。あのぅ、要はその新築の場合でしたら土地から手当てをしなきゃな

らんというふうなこともありまして、例えば農地を宅地化しようと思うと、あのぅ、農地法の関係

も出てきたりですね、繁雑な手続きが必要になったりということもありまして空き家がたくさんあ

るのにあれを何とかならんだろうかなというふうな意見がありました。まあ、是非実現する方向で

検討をお願いしたいと思います。まあ、空き家もですね、社会資本の一部であろうというふうに私

は思います。ストックされた資本を有効に活用するということは、重要な課題の一つであろうと思

います。最初にももう、最初の質問でもちょっと申しましたが、まあ、いわゆる低成長時代という

現代では、以前なよう、まあ、以前のようなスクラップアンドビルドというふうなことは望むべき

ではなかろうと思います。建築の業界でも、サステナブル建築という銘打ちまして、いわゆるリニ

ューアルすることによって、継続的に使用が可能な建築を考えていきましょうというふうな取り組

みが今なされております。まあ、こういう時代におけるですね、空き家の活用について、まあ、最

初言われましたその倒壊危険家屋のことも重要ですけども、まだ使える空き家を何とか活用すると

いうことについて、町長どういうふうにお考えでしょうか。

はい、議長、番外。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

あのぅ、中村議員も１級建築士、資格を持ってらっしゃいますんで、私以上●石橋町長（石橋良治）

に知識は、まあ、多いわけでありますが、あのぅ、議員がおっしゃったように耐震の問題がやっぱ

り今ほんとに大きな問題になってまして、で、海士のように公営住宅でということは私はちょっと

邑南町としては考えづらいと思います。責任が持てないと思います。じゃあ、あのぅ、民間賃貸住

宅に空き家リフォームしてどうだっていうことについても、やっぱり町が、あるいは県が補助を出

す以上はやっぱり責任を持たなきゃいけない。その中にやっぱり耐震の問題をどう考えるかという

ことは私必ず絡んでくる、絡まなきゃいけないと思いますね。だからあら、耐震をクリアした空き

家であればそれは大いに結構な話かも知れませんが、ここをどういうふうに考えるかということに

ついては、公的な我々としては、大いに慎重に検討しなきゃいけない問題かなと、まあ、いうふう

に、まあ、思っております。

議長。●中村議員（中村昌史）

中村議員。●議長（松本正）

あのぅ、最初にも述べましたように、まあ、あのぅ、課題は多々あると思い●中村議員（中村昌史）

ます。あのぅ、どこまで改修するのか、じゃあその改修するお金をどれだけ、かく、までだったら

かけていいのか、あのぅ、新築する場合とのコストパフォーマンスも考えなきゃいけないだろうと

も思いますし、あのぅ、そのへんの課題はいろいろあるというのは、先ほど町長言われた、耐震性

能の問題、これを、まあ、一番重要な問題であろう、あろう思いますが、課題はたくさんあるんで

すが、あのぅ、だからといってですね、空き家をそのまま放置してどんどんどんどん危険家屋を増

やしていくというふうなことになるのもいかがなものかなというふうに思います。町営住宅でとい

うことに限らずにですね、何とか活用するための手法というものを考えていっていただけない、た

。 、 。いなというふうに思います あのぅ 情報の収集のことで民間の活力をというふうな話をしました

あのぅ、西粟倉村では、あのぅ、情報の収集管理、所有者との交渉をこう行っておられるボランテ
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ィアの方がおられるそうです。７０件の情報を管理して全ての所有者と交渉を行っておられるとい

うことを聞きました。ボランティアでというのは少し虫のいい話だろうと私は思います。あのぅ、

それなりの仕事量に応じた報酬というものは支払われなければならないだろうと思いますが、そう

いった情報収集管理も含めたですね、民間活力を活用する、建設に、についてもですね、民間の力

をもっと活用するというふう、ことも考えていただいてですね、前向きな検討をお願いして質問を

終わりたいと思います。

以上で、中村議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に入らせていただき●議長（松本正）

ます。再開は午後１時１５分とさしていただきます。ただ今からの時間は各常任委員会にあります

協議事項を皆さまの方でご協議いただきたいと思います。

―― 午前１１時１４分 休憩 ――

―― 午後 １ 時１５分 再開 ――

再開をいたします。続きまして通告順位第３号石橋議員登壇をお願いします。●議長（松本正）

はい、議長。●石橋議員（石橋純二）

１０番石橋議員。●議長（松本正）

１０番石橋でございます。この二場所ほど、この休憩を、休場をさせていた●石橋議員（石橋純二）

だきました。まあ、久々にこの席に立たしていただきました。本日ここへまいります前に実は邑南

町の老人クラブ連合会によりますゲートボール大会が瑞穂球場で行われておりました。そちらの方

へ出かけてまいりましたけれども、そのときに、皆さんの中から私に対して、まあ、今の政治はど

うにもならんな、とにかく言うたことは、約束したことは先送り、先送り、そして約束しないこと

をそのまま出している。強引なごり押しをしとる。そして我々はほんとに慎ましやかに生活をしと

るのに消費税ばっかり上げる、こんな政治じゃあやれませんよ。あんたら町会議員も頑張ってくれ

よというご指摘をいただきました。ほんとに、あのぅ、税と社会保障の一体改革ということで金科

じょく、玉条のごとく、述べたまわっておられました。そしてこのことに不退転の決意で望む、政

治家、政治生命をかけると何度も何度も申しながら、マニフェスト何するものぞと一転どういう心

境の変化があったか知りませんが、ここに来て、民主党内でも非常に問題が、あのぅ、もめておる

中で、そうした反対論を振り切って、野党にす、ただひたすらすり寄って増、消費増税命とばかり

に、ほとんどの約束を反故にしても成立する姿勢。私はこのことは全く我慢がならないわけであり

ます。そして肝心の憲法違反や判決が出ておるにもかかわらず、議員定数の削減は先送り、税だけ

上げて社会保障の改革は先送りというような状況、こんなことを、まあ、町民の皆さんが嘆いてお

られる、私自身も嘆いておりますけれども、ほんとに今の政権に対し、またこうした姿勢ではほん

とにこの国がどうなるんだろうか、こんなことを心配しておられる皆さんが数多くあり、私一人で

はなかったということを報告いたしまして、質問に入らせていただきます。今回は３点の質問を出

し、通告しておりますが、まあ、以前にも質問をした内容でございますので、繰り返しになります

が、進捗状況そう、そうしたものをちょっと問い合わし、聞き、質問をしたいと思っております。

で、第１点、再、再生可能エネルギーの導入策についてということで、３点ほど出して、出させて

いただいております。ご承知のように平成２０年の２月に策定されました邑南町地域新エネルギー

ビジョン、こうした立派な本ができております。私もこれを何度も読み返さしていただいて、非常

に良くでき、できた、あのぅ、計画書であるということを、まあ、ここに前もって、報告しておき

ます。で、この中でいわゆる基本目標というのが定められております。で、その中で重点プロジェ

クト、４点ございましたですね。これについて、この計画書では、平、２０２０年まで、２０１０
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年から２０２０年までの１０年間をかけて、実行していくんだよということが書かれております。

で、その点について、まあ、いわゆる太陽エネルギーあるいは木質バイオ、廃食油、クリーンエネ

、 、 、 、ルギー自動車等々の四つのプロジェクト事業がございますが この平成 じゃなくて 平成１２年

まあ、３、３月いっぱいですから、まあ、分かりましたらどのような進展、進捗状況か、そうした

ものをまずお伺いしたいと思います。

番外。●沖企画財政課長（沖幹雄）

沖企画財政課長。●議長（松本正）

邑南町では平成２０年２月に、邑南町地域新エネルギービジョンを策定●沖企画財政課長（沖幹雄）

し、その実現に向けた基本方針として、１番目がエネルギーの地産地消の推進、２番目が新エネル

ギーの導入と産業振興の両立、３番目が町民参加による新エネルギーの導入、４番目が環境のまち

づくりの推進を掲げています。この基本方針に基づき、重点プロジェクトとして太陽エネルギー導

入プロジェクト、木質バイオマスエネルギー導入プロジェクト、廃食油利活用プロジェクト、クリ

ーンエネルギー自動車導入プロジェクト、環境とエネルギーに関する学習啓発プロジェクトを設定

し、ビジョンの推進を図ることとしております。ビジョンにおける新エネルギーの導入は２０２０

年、平成３２年でございますが、これを目標年次としており、エネルギー需要量の３％を新エネル

ギーの導入目標としております。お尋ねの平成２３年度末時点での進捗状況でございます、２４年

３月３１日現在でございます。太陽エネルギー導入においては、公共施設への太陽光発電設備の設

置が５施設、家庭等への設置が１９８件で、全世帯数、平成２４年３月３１日現在で５千２１世帯

でございますが、その全世帯の３．９％の世帯への設置となっております。太陽熱温水器など太陽

熱利用も、家庭をはじめ元気館のプール棟の太陽熱利用設備や民間設置のものなど、多く利用され

ております。木質バイオマス利用としては、町内民間企業が薪ボイラーの普及を図っておられ、町

内で２４台の導入がされております。また林地残材の活用策として、町産材利用促進協議会におい

て林地残材の搬出支援を行い、活用のしくみづくりを進めております。廃食油利活用では、町内の

建設業者がはいし、廃食油を精製し、ＢＤＦとして年間８０kℓ程度を自社の建設機械で利用されて

おります。また町内でのクリーンエネルギー自動車の導入は、ハイブリッド車が２３年度末で１１

３台となっており、一昨年の５２台、昨年の８１台から大きく伸びております。環境とエネルギー

に関する学習と啓発につきましては、出前講座によるエネルギー講座やそれぞれの教室での環境啓

発などを行っております。こうしたことにより、少しずつではありますが、ビジョンの進行が図ら

れているところでございます。

はい、議長。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

ただ今、あのぅ、２３年度までの進捗状況についてお知らせをいただきまし●石橋議員（石橋純二）

た。まあ、あのぅ、エネルギーの、邑南町のエネルギー、総エネルギーの需要量に対して、平成、

２０２０年までに大体４、３％の再生可能エネルギーを導入したい、これが、まあ、私も単位は分

、 、 、 。かりませんけれども４万１千ＧＪというんですか これを目標にして まあ やっていらっしゃる

で、平成１０年度からですから、まあ、まだ３年ということですけれども、こうした中で行政とし

ては、まあ、ビジョンの進行管理ということでどのように管理をしていらっしゃるのか、実際です

ね、このこの計画書をビジョンを見ますと、太陽エネルギーいわゆるソーラーシステムで１万１千

４８０ＧＪ、それから太陽熱利用の温水器で予定として千４３５台、１万１千４８０ＧＪ、そいか

ら木質バイオ、薪ボイラーで２９４台の予定として、そしてこれによるエネルギーが８千６１０Ｇ
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Ｊ、それからクリーン自動車エネルギーで６１６台、これが９千４３０ＧＪ、これ足しますと４万

１千ＧＪになりますね。で、あと一ついわゆる廃食油利用、ＢＤＦこれは町内の業者さん先ほど課

長の方からも報告がありましたが、１社のやっていらっしゃいます。この方、これもこう事業者と

連携を図るというようなことが謳われておりますけれども、実際にどのような連携をとっていらっ

。 、 、 。しゃるのか聞いて見たいと思います それから まずそのことについて お聞きしたいと思います

番外。●沖企画財政課長（沖幹雄）

沖企画財政課長。●議長（松本正）

進行管理ということでございますが、エネルギービジョンの方に、あの●沖企画財政課長（沖幹雄）

ぅ、計画しておりますのは、まず、あのぅ、公共施設への太陽光発電設置あるいは、あのぅ、公用

車へのクリーンエネルギー自動車購入ということがありまして、あのぅ、当初からそういう目的に

向かって、あのぅ、進んでおります。ただ、あのぅ、財政的な事情もあったり、安全安心で耐震化

のような問題も出て来ておりますので、あのぅ、そういった事情も考慮しながら、公共施設の導入

というのは今後も、あのぅ、図っていく必要があると思います。で、それ以外に部分につい、つき

、 、 、 、 、 、ましては あのぅ まあ ビジョンに書かれているように あのぅ 目標に向かってちょっとずつ

少しずつではありますが、どういった形をとればいいかというようなことは、あのぅ、考えながら

広報等にも載せながら、あのぅ、やって、できるだけのことをやってるところでございます。それ

から、あのぅ、廃食利活、油利活用でございますが、確かに、あのぅ、業者さんと連携が必要なん

ですが現状ではちょっとこの点は、あのぅ、進んでおりません。あのぅ、と言いますのが、ＢＤＦ

利用につきましては品質の問題というのもありまして、あのぅ、なかなかすぐこう、どうこうとい

うことが今とれない状況になっております。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

あのぅ、廃食油利用ということについてですね、この計画書には、２０１５●石橋議員（石橋純二）

年度までに、町内の全世帯の排出される廃、廃食油の５０％、それから最終、計画最終年度であり

。 、ます平成２０年には町内全世帯の廃食油の８０％を回収するというような計画が出ております で

、 、 、 、 、そうすると今の現状ではとてもちょっと このいくら後８年 ７年ですか あるとは申せ あのぅ

これは不可能な数字ではないかと思います。今こうしてクリーンエネルギーということが見直され

ておる最中でございますので、こうしたもん、この廃食油についても一つ積極的に、管理を、管理

というんですか、振興の管理をしていただきたいと思います。それから今回、まあ、予算計上、補

正予算の計上をされた県、いわゆる県の補助事業、地域貢献型再生可能エネルギー創出モデル事業

の取り組みついて質問をさしていただきます。このあいだの町長の一般行政報告の中には、小水力

発電についての調査をしてみたいということが謳われておりました。まあ、二百数十万円の予算で

ございましたかね、で、このことについて小水力発電だけなのか、それから実際にそのこのビジョ

ンの中には使用可能エネルギーというんでしょうか、これが書いてあります、水力、小水力、総水

力発電のおおよその、この目安というものが出ておりましたけれども、５８００何ジュールでした

、 、 、 、か こうしたことが謳われておりますが これのみでほんとにいいのか もう少しほかな面でも検

この予算を使って検討していただけるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。

番外。●沖企画財政課長（沖幹雄）

沖企画財政課長。●議長（松本正）

地域貢献型再生可能エネルギーモデル事業は島根県が平成２４年度から●沖企画財政課長（沖幹雄）
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創設されました事業であります。市町村が事業主体となり、再生可能エネルギーによる発電、熱利

用又は燃料製造を実施、計画、検討する事業に対し、補助率２分の１以内で補助が受けられるとい

うものでございます。昨年、職員によるエネルギー研究会を立ちあげ、小水力発電や木質バイオマ

ス利用について研究を進めているところでございますが、この研究予算に対し地域貢献型再生可能

エネルギーモデル事業の補助金をあて、小水力発電等の調査を進めていこうとするものでございま

す。それで、あのぅ、今回小水力発電に、特に絞る理由でございますが、まあ、あのぅ、研究会員

がいろいろ調べてはおりますが、で、町内、まあ、いろんな水路とか、例えば滝とか渓谷とかござ

いますが、これはどうなんかなあというとこにつきましては非常に専門的知識とか技術が必要でご

ざいますんで、あのぅ、そこのへんは外部の専門家の方に委託してほんとに我々の研究会員が見つ

け出した地点が、あのぅ、適しているかどうかというとこにまずあててみたいと考えております。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

まあ、あのぅ、職員さんだけでなかなかこう調査するということも難しいの●石橋議員（石橋純二）

で、専門家の、専門の業者にもお願いしてみたいということでございました。まあ、それと他にで

すね、これに沿っていきますと、まあ、町内にも様々なエネルギーとなり得るものがございます。

私は、まあ、こう、その業者に出されて調査をされるということは存じ上げておりませんでしたの

で、まあ、いわゆる太陽光、太陽熱あるいは風力、水、ちょ、あのぅ、水力等々がありますが、他

にもですね、バイオマス等もありますが、他にもこの計画書の中には雪氷熱利用というのが出てお

りました。それからいわゆる温度差、温度差熱利用こういうのがありましたが、この計画書の中で

は、あのぅ、雪氷熱利用については市木の、市木地区で交流センターでやられるどろんこ雪、じゃ

なくて雪のお祭りがございます。この交流センターの中の雪っこ祭りですか、この雪を利用して、

この量で利用すればどのくらいなエネルギーが得られるよというのがだされておりました。まあ、

この雪について言いますと、この邑南町は非常に大きな、あのぅ、雪害に悩まされる地域でござい

ますから、これを全く無駄にするというのはただ捨てるだけでなくて、かん、毎年除雪をするわけ

でありますから、こうしたその積雪を利用するということも一つの調査に加えていただきたいなと

いうことがございます。まあ、それから他にもいろいろ温度差熱というのは下水道の下水の熱を余

り年から、年を、年中を通して、１年間を通して変化がないからこれを利用してヒートポンプで熱

を得るというようなこともこの資料の中に書かれておりますので、まあ、ほんとにこう、いろいろ

なエネルギーが、あのぅ、取れるものがあるわけ、自然を、エネルギーを取り入れるものがあるわ

けでございますので、是非ともこの中小発電所、発電、小水力発電のみでなく、総合的に捉えてい

ただきたいということを申しあげておきたいと思います。それから続いて、３点目でございますが

太陽熱光、島根県の太陽光発電等導入支援事業補助金というのが、まあ、この度初めて出されまし

た。まあ、さ、この前までもあったとは思うんですが、額が決まっておりまして順番であったと思

います。まあ、こうしたもの、ただ、今回ＫＷ当たり１万円の補助をいたしますよということで、

本、補正予算にも計上されております。で、このほんとにこの太陽エネルギーというものはほんと

にクリーンなエネルギーでありますので、私は是非とも推奨していきたい。そして普及を図ってい

ただきたいという思いが強くございます。そしたことで、まあ、説、あのぅ、質問をさせていただ

きますが、まあ、現在、あのぅ、国の方では１ＫＷ当たり４万８千円、昨年の３月３１日まではキ

。 、 、ロあたり７万円でございました そして発電の売 発電したものを売電しますと１ＫＷ当たり４万

４８円、これが平成２３年の４月１日から、補助金が１ＫＷ当たり４万８千円、買い取り価格が４
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２円になりました。で、なぜこうなったかというのも、まあ、機械器具が安くなったからだと思い

ますけれども、まあ、わずか１日違いで補助金がものすごい、この変わってきたわけであります。

まあ、３、３月３１日までに設置された方と４月１日に設置、４月になって設置された方ではかな

りの４ＫＷ当たりでやりますとものすごい差が出てくるんです。ほいで、こうした中でなん、あの

ぅ、非常にこれは節電意識というものにもこれがつながります。というのは今いくら発電をして、

いくら売ってるのか、売電しとるのか、こういうことが逐一分かるわけですし、こうしたことで節

電意識の高まりというのは非常に、あのぅ、出てくると思いますのでね、あのぅ、まあ、平たく言

、 、 、 、えばこの中でこの１万円 キロあたり１万円の補助 そしてこれではどう なかなかこの積雪地帯

冬場はなかなか、この売電をできるところまでまいりません。１２月、１月、２月この間はほとん

ど、まあ、発電は難しい状況であります。例えば東京でありますとか広島等々でありますと冬場で

も日照りの日、あのぅ、が続きますので、かなりのものが、あのぅ、売電できると思うんですが、

この地域は冬場はほとんど無、無理でございます。まあ、こうした中でやはり全国一律の補助では

なくてやはり町としても何らかのものを助成していただきたいなという気がしておるんですが、い

かがでございましょうか。そうした、まあ、先ほど午前中には、午前中の日野原議員の質問には、

まあ、現状のままスタートしたいということでございました。しかし、あのぅ、私はできれば、少

し、あのぅ、町としてもこれを取り入れていただきたいなという気がしております。まあ、なぜこ

、 。 、の質問をしたかと言いますと ちょっと私も調べさしていただきました これによりますとですね

まあ、町あるいは市で補助が出てないの、ところ、江津市、市では江津市のみでございます。町村

は隠岐四島を除いて、隠岐四島は補助がございません。で、後は川本町と邑南町、この２町のみで

あります。で、大体補助金額もＫＷ当たりが、安来市で５万２千５００円、１ＫＷ当たりですね。

ほいから、飯南町に至っては６万円です。町が出しておりますのは。そいから美郷町も５万円補助

が出ております。ですから４キロで計算しますと２０万、これだけ出てます。ほいで、前回、平成

１２年でございましたか、町長に質問しましたときにまずこの補助金は国がまず考えるべきだと、

その後考えたいということで言われましたけれども、現実に町村としてはこれだけ出しておるとこ

があります。で、東京都に至ってはこれは国の補助金が１９万、４キロで計算しますと、１９万２

千円、それから東京都はキロあたり、１０万円出してますから、４０万、それから墨田区、東京ス

カイツリーがあります墨田区では更に区が１ＫＷ当たり１０万、４キロで４０万円、計９９万２千

円が出ております。４キロでだいたい、まあ、今工事費込みで２、２００万ぐらいだと思うんです

が、まあ、もっと安いのもあるかも知れませんし、これだけのものが出ておるんです。それでもや

っぱりね、１０年、１０年で元を取るというのは難しいところがあります。何とかそのこうしたこ

とをも踏まえてですね、多少なりともやっていただきたいと思うんですが、そうした考えは町長ご

ざいませんか。

はい、議長、番外。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

ええと、今、あのぅ、県内の各市町村の実態を、まあ、申されたわけであり●石橋町長（石橋良治）

ますが、これは、あのぅ、エネルギーの種類はまちまちでしょうかね。やっぱり、バイオマスとか

太陽光とか、ソーラーばっかりがそういうことですか。はい、はい。あのぅ、まあ、あのぅ、出し

てるけども、じゃあ、普及率はどうなんだというところもやっぱり考えていかなきゃいかん、じゃ

あネックになってるのは何、何かということも考えていかなきゃいかん。だから、あのぅ、かとい

ってやっぱり行政が傍観しているわけにもいかない。したがって、まあ、まあ、せっかく今研究会
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があるわけですから、今の研究のテーマと同時にその町が補助、例えばこんな形で出したら、こう

なるよというようなことも含めてですね、研究のテーマに加えていただいて、まあ、恐らく今年度

、 、 、 、の遅くとも まあ 予算編成時までには結 一つの方向性を出してくれとこうお願いしてますので

議員のご提案も含めてですね、提案をさしていただいて、私の判断をさしていただきたいなと、ま

あ、こういうふうに思っております。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

まあ、私も前向きな答、答弁として、受け答え、受けさしていただきたいと●石橋議員（石橋純二）

思いますが、まあ、あのぅ、今の政権でなく前の政権のときに菅さ、菅総理が、まあ、どこたあ、

どっかよその国へいきまして、１千万世帯にソーラーを設置したいというような、いたしますとい

うようなことを、まあ、言ったことがありますが、あのぅ、１千万世帯、日本に、まあ、いくつ世

帯があるか知りませんけれども、実際に１千万世帯というのは難しい話です。それとやはりこのソ

ーラーで一番効率的なのは東西に山が無くて、切れて、真南に向いて角、屋根の角度が３０度、こ

れが一番発電効率がええんだそうでありますが、それでもパネルでいきますと、太陽光の、で見る

と、２０、一番良くて２０％ぐらいだそうですから、まあ、そのソーラーシステムにもいろいろそ

の単結晶であるとか、多結晶型のシリコンのものとかいろいろございますけれども、こうしたこの

向きとか、そのどういうんでしょうか東西に切れとる、一番発電できるところばっかりではござい

ません。まあ、邑南町で言いますと、矢上地区、中野地区あるいは瑞穂で言いますと出羽の三日市

から田所の朝原地区、これは南に向いてるところがございますので、非常に効率は良いんですが、

入れたくても効率が悪いために非常に入れ難い、こういう家が随分あるんですよね。西向きでない

、 。 、と付けられないよ そいからあるいは東向きでないと付けられないよというとこもあります まあ

そうしたところをより手厚くできないものか、それから、あのぅ、ソーラーシステムをつけますと

いわゆるテレビで見れるシステムがございます。あのぅ、テレビで全部その毎日のその発電量ある

いは月の発電量、そいから年間の発電量全て見れますので、これを付けていただくと、ただ今瞬間

、 。 、 、的にはどのぐらい発電してるのか 全て分かります これが非常に発電の意志 節電意識の向上に

非常に重要な役割を果たしますが、この設備を作るのに大体定価で９万円ぐらいかかります。で、

恐らく今の状況でいくと５５％ぐらいで、まあ、５万から６万円ぐらいあればその設備が付けら、

その設備が付けられるわけですから、まあ、そうした物をも付けられればこれぐらいは補助します

よとか、そういう総合的に考えていただきたいなということがございます。こうしたことを含めて

一つ検討をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。この質問につ

きましては、置きまして、続いて、２点目の固定資産税の評価についてということで、質問をさせ

ていただきます。まあ、３年間かけて固定資産税いわゆる家屋の一斉評価が行われました。２３年

度中で終了したと思いますが、その評価とそいから公平公正の観点から、今後の取り組みに対する

考え方について、ご質問をさしていただきたいと思います。で、まず１点目に一斉評価前と後では

税額面で、どのぐらいの変化があったのか、まあ、２０、２０年度からですか、ずっとやってらっ

しゃいますので、それ以前と２３、２４年度いうことになりますか、そのへんで大きく変化したの

か、評価価格、評価額が評価したのかどうか、お聞かせいただければと思いますが。

番外。●三上税務課長（三上俊二）

三上税務課長。●議長（松本正）

一斉評価前と後で税額面についてどのように変わったかというご質問で●三上税務課長（三上俊二）
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ございます。今回の家屋一斉調査につきましては、町民の皆さまにたいへんなご理解、ご協力をい

ただきまして、まずこの場をお借りしましてお礼を申しあげます。お陰をもちまして、本年度の課

税、家屋課税につきましては実態に合った課税となっております。さて、税額面の影響でございま

すが、評価漏れをしてる家屋につきましては、昨年度、１年間にかけて評価し、その結果を本年度

の課税に反映しております。したがって増額となっております。また今回の調査で逆に滅失してい

る家屋、これもあわせて調査しました。これは課税登録から抹消し税額は当然減額となっておりま

す。さて、ご質問の具体的な金額でございますが、このことにつきましては、評価漏れをしている

家屋は全部増築、小規模なもので増築部分でございまして、その家屋ごとに、今データーが一緒に

なっております。それは既設分と増築部分別々にやりまして、その建築年次も違う、あるいは本年

度は評価替えの年でございまして、その家屋全部が各々が計算方法が異なりますので、今具体的に

その金額、いくらかというのはちょっと、あのぅ、正確には今お答えすることはできません。ただ

担当者サイドでの見込みで推定金額を申しあげますと、増額した金額、減少した金額、差し引き５

、 。 、３２万円の増額と見込みと そのように考えております 今この事業の整理作業をしておりまして

その分の金額につきましては、また後日、各家屋ごとにできる範囲までの分析をしまして、またお

示しをしたいと、ご報告したいと思っております。以上です。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

まあ、正確な数字は分からないにしても、まあ、どれぐらいおおよそのこと●石橋議員（石橋純二）

で、まあ、若干は増えておるということでございます。まあ、これは、あのぅ、評価洩れ等々があ

った、まあ、小さいものでも評価洩れ等々はあったということだと思いますが、まあ、こうした評

価をされたことによってより、まあ、公平感が出てきたんじゃあないかなということが言われると

思います。このことについては、まあ、非常に評価されたということは、評価したいと思います。

で、続いて、あのぅ、いわゆる固定資産税の全期前納報奨制度についてですね、あのぅ、質問をさ

していただきたいと思います。ええっとこれは、まあ、いろいろその市町村によって、報奨金制度

を取りやめるところもございますし、上額、上限額をかなり低くしておるとこもございますし、県

内でどのようになっておるのかなという状況をお聞かせいただきたいと思います。取り止めら、の

とを、をお知らせいただきたいと思います。

番外。●三上税務課長（三上俊二）

三上税務課長。●議長（松本正）

全期前納報奨金についてのご質問でございます。これは地方税法に定め●三上税務課長（三上俊二）

られまして、町が定めることによって、各市町村が実施してまいりました。現在、県内の状況でご

、 、 、 、 。ざいますが 平成１５年あたりから まあ 全国もそうですが 廃止する市町村が増え続けました

それで３年前は島根県内では本町を含む４団体が実施しております、おりました。それで昨年２３

年度から江津市が廃止されました。で、本年度から吉賀町、美郷町が廃止となりました。したがい

まして現在実施しているのは島根県内では本町のみでございます。以上です。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

ええっと、市部も含めてですね、はい。で、あのぅ、全期前納報奨制度って●石橋議員（石橋純二）

いうのは本町のみということでございます。まあ、私も、私はどちらかというと廃止していただき

たいという立場の、で、申しあげておりますが、実は、あのぅ、この計算方法ですね、その税、こ
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の全期前納報奨金の計算方法、まあ、ちょっとこう私らにすりゃあ複雑な複雑な計算式だなあと、

税額に対して、どうですか、４期分ということで４で割って、税額を４で割るんですか。それから

今度１００分の０．８５を掛けてそれに２１か月分ですか、それを掛けたものが税率として出てく

るんだよと言われますが、若干、まあ、私の家の例をこう、４月に送っていただきました、この度

送っていただきました分で税額で見てみると、まあ、あのぅ、非常に利息が高いんです。今銀行金

利なんかは、ねえ、定期に預けても０コンマ何％ですが、多分この計算式でいくと、４％以上にな

るんじゃあないかと思います。かなりな高利息になると思いますよ。ほいでほんとにそれだけ必要

なのか、あるいは、もう少し利率を下げてもいいんじゃあないかっていうような気がいたします。

で、と、というのはなぜかと言いますと、これ、まあ、金持ち優遇制だと、お金のある人は一発で

ポッと払えばできるんですが、そうでない方は分納しなきゃならない。分納とそいで一括とではか

なりの差がある。まあ、中にはですから、例えば金を借りてでも払った方が特だよと、絶対得だよ

と言って、まあ、される方もありますけども、実際に一括納入される方と分納される方の比率って

いうのはおおよそで結構ですがどのくらいなんでしょうか。

番外。●三上税務課長（三上俊二）

三上税務課長。●議長（松本正）

、 ． 、●三上税務課長（三上俊二） ただ今議員がご指摘ありましたように 全納報奨金は０ ８５％の利率

で、全納月数を乗じまして求めるわけですが、年税額１０万円としますと、議員さん４％いう、お

っしゃいましたが、１０万円の場合は４千４６０円、これが全納報奨金として減額されることにな

っております。それで、だいたいどのぐらい使ってるとか、というご質問ですが、固定資産税納税

者の総数の７割の方、人数にすれば４千６００人余りの方がこの全納報奨金の制度を利用されてお

ります。まあ、ちなみに税額で申しますと、固定資産税総額の７７％、４億２千万余りが全納報奨

金で納められて、を使って納められてるいう現在の状況でございます。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

まあ、７割という、だいたい７割ぐらいということであります。こりゃあ、●石橋議員（石橋純二）

まあ、私なんかとてもその分納さしていただかないと納めきれないあれでありますが、あのぅ、か

、 。 、 、 、なりな 意外と私が予想したよりは多いなということを感じました で ただこうした中で まあ

上、いわゆるその上限額というのがありますよね。報奨制度の中で確か邑南町は５万円だったと思

いますが、これもほとんど今どんどん全、全県的にというんじゃないですが、あのぅ、中国地方で

も下げてきておると思うんですよ。その上限金額というのは、まあ、かってはこの邑南町も最初は

無制限だったはずです。それが、まあ、一応、私は１０万円まで下げたんじゃあないかなあと思い

ましたが、今５万円ということであれですが、これを減額等についてもお考え方、もうこのままで

いくんだというお考えなのかどうか、まあ、検討してみたいという考えなのかどうか、お尋ねして

みたいと思います。

番外。●三上税務課長（三上俊二）

三上税務課長。●議長（松本正）

、 、 、●三上税務課長（三上俊二） 全納報奨金ですが これは ええっと１８年に行財政改善ということで

本町は、それまでは１％でした。率が。それを０．８５％に減少してそれから限度額は、それ、ま

あ、天井なしと申しますか、ありませんでしたが、それから５万円ということで設定をしておりま

す。まあ、あのぅ、県外の状勢も分かりませんが、まあ、全国的に率も下がってきておるというよ
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うな状況です。島根県でも今の中、廃止、近年された分も２％、３％あるいは５％いう団体がほと

んどでございました。で、このいわゆる廃止についての、あるいは、これがどうするんだという考

え方でございますが、この制度は戦後んの、戦後の混乱した社会情勢や不安定な経済情勢の中で、

。 、税収の早期確保と納税意識の高揚を図るために創設されたものでございます それから考えますと

今は社会経済情勢変わりましたし、納税意識も向上し、しとると私は判断しておりまして、この当

初の目的はもう達しているんじゃあないかと、そういうふうなことで思っております。で、今度ど

うするかということは、いろんなまた状勢を考えながら検討していきたいと、そういうに思ってお

ります。以上でございます。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

あのぅ、まあ、広島県の方でも、私もわずかばかりの土地が引き継いだもの●石橋議員（石橋純二）

がありますけれども、全部ほとんど取りやめております。まあ、今はそれから、どうしても年度当

初にお金が必要だというんであれば、借り入れもできるわけでありますから、あのぅ、それで対応

できれば、あのぅ、私は廃止の方向に、そりゃ、来年度から即廃止ということは難しいかも知れま

せんが、徐々に限度額を下げていくなり、利率を下げていくなりした形で、この当初の目的を達し

たという意味で私は廃止してもいいんじゃないかと思うんですが、そうしたことも検討していただ

ければと思います。それから続いて、３点目でございますが、これと、もう一つ、あのぅ、４点目

に移りさしていただきたいと思いますが、固定資産税の、あのぅ、一斉評価について、前回質問さ

していただきましたが、まあ、人数的にもちょっとこの土地の一斉評価というのは困難であるとい

うことを課長の方から伺ったと思いますが、今もそのお考えに変わりはございませんでしょうか。

番外。●三上税務課長（三上俊二）

三上税務課長。●議長（松本正）

土地の一斉評価についてでございますが、一昨年でしたか、石橋純二、●三上税務課長（三上俊二）

石橋議員よりそういう話を、質問がありました。その後課内でもちょっと研究、若干してみたりし

たんですが、土地の一斉評価、いわゆる作業としては現況地目とそして課税の地目が整合している

かどうかいう調査でございます。具体的には職員が複数で図面を持って、一筆一筆回りましてその

確認をする作業でございます。で、この件に関しましては、もしするとしたら、以上の今から私申

しあげます４点ぐらいのことでかなり大きな問題点があると、支障になっとるように感じておりま

す。まず１点目は筆数が山林を除いたとしても田、畑、宅地だけ、だけでも６万筆ぐらいあるわけ

です。どの程度まで調査するのかそれも線引きも考えにゃいけません。それから山林を除いても地

籍調査が済んでいない土地があります。やはり公平な全町一斉の調査いうことになりますと、全町

一斉にするのが公平、公平でございます。しかしそれが地籍調査が済んでいない土地は入れないわ

けですから、調査が不十分になると公平さが保てないというような問題点があります。それから所

有者が１万人くらいおられますんで、その立ち会いをしていただかなくちゃあならない、その調整

あるいは、これにはやはり家屋全棟調査以上のたくさんの職員を配置しなくてはならないというよ

、 、 、うないろいろ問題がありまして 今どうだと言われますとやはり 今のような問題点がありますし

長い調査期間あるいは相当多くの調査員を配置しなくてはならないことを考えますと、直ちに今現

在計画し実行するということは困難であると考えます。まあ、毎年４月に、固定資産課税明細書を

全戸に配布しております。そこには地番ごとの課税地目が記されております。町民の皆さんにはそ

れを是非ご確認いただき、今一度ご確認いただきもし不審な点があれば、税務課の方へ連絡いただ
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ければ現地確認等行きましていろいろ調査あるいは訂正すべきところはしたいと思っております。

そういうことで現在も１年、年間そういう問い合わせもあり、ありますし、現地に赴いて対応して

いる状況でございます。以上です。

はい、議長。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

あのぅ、まあ、前回もそういうことは申しあげましたし、まあ、課長の方か●石橋議員（石橋純二）

らも、答弁からもなかなか困難だと、大変な数が、筆数があるんで困難だということは、まあ、あ

のぅ、伺っておりました。ただ私も、あのぅ、この度、農業委員ということで、農業委員にさして

いただきました。毎年土地利用調査というのをさせていただくわけであります。集落の委員さんと

一緒に回って土地の荒廃地はないか、どうか、ここはどうかというのを調査しております。去年、

まあ、初めて１１月に回らしていただきましたけども、私が想像していた以上に荒廃地も多いんで

す。地目は田になっておっても実際はもう山のようなとこも随分ございます。で、そうしたものを

きちっと私な、私たちなりに、農業委員は農業委員なりに調査をして歩きました。こうした資料は

農業委員会の方で、整理されておると思いますが、こうした農業委員会のこうした土地利用調査を

した土地について、税務課ときちっとこうみし、その書類の点検をして、評価をするということは

考えていらっしゃいませんでしょうか。

番外。●三上税務課長（三上俊二）

三上税務課長。●議長（松本正）

、 、●三上税務課長（三上俊二） 農業委員会との連携でございますが やはりあの１年にいっぺんですね

農地転用の許可申請あるいは許可をしたものに対し、分は農業委員会に税務課より照会いたしまし

て、税務課の方で現地確認等をしております。ただその利用状況でそういう全ての調査というもの

は具体的にそこまで照会はしておりませんので、またそういうできるそれが課税に反映されるべき

ものであるとしたら、そういうこともなお今後とも連携しながら取り組んでいきたいと思います。

ご助言ありがとうございました。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

一斉調査ちゅうんですか、利用調査をしてみまして、非常に、あのぅ、荒廃●石橋議員（石橋純二）

した田んぼが多ゆうございますので、税額とすれば減ってくるかもしれませんが、実際には作って

いらっしゃらない、もう、木が生えて山のようになっとるとこも随分あるわけでありますから、や

、 、 、 、 、はりそれは税の公平公正性から言っても こうした まあ 農業委員会の我々も一生懸命 あのぅ

ごまかすつもりもありませんし、きちっと調査をしたつもりでありますので、できるだけ連携して

やっていただければ税務課の職員の皆さんも手間が省けるんじゃあないかと思いますので、この点

は是非進めていただけるようにお願いをしておきます。で、以上でこの固定資産税の評価について

は終わらせていただきます。あのぅ、評価漏れの分についてはこの度は除外さしていただきます。

で、続いて３点目でございます。あのぅ、ＩＰ電話番号の簿の作成についていうことで説明をさし

ていただきます。これも私、ここには平成２３年１２月議会と書いておりますが、平成２２年１２

月議会で質問をさしていただきました。で、そのときに私はかなりの点を指摘したつもりでござい

ます。しかしながら、あのぅ、昨年の２３年の５月でありましたか、作成されました。で、私もこ

こへ、持っておるんですが慎重を期してやってほしいということを申しておりました。そいで名簿

についても渡したのかということを質問しましたところ、名簿も渡してないということでございま
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した。この問題については私もいささか苦言を呈さざるを得ないいうことで質問をさしていただき

ます。この質問書の中にございますが、このいわゆるこのＩＰ電話帳の版権についてはどのように

なっとるんでしょうか。この点をお伺いしたいと思います。

番外。●小林情報推進課長（小林雅博）

小林情報推進課長。●議長（松本正）

失礼いたします。ＩＰ電話帳の版権というご質問でございます。あ●小林情報推進課長（小林雅博）

のぅ、議員お手持ちのこの電話帳でございます。これは、あのぅ、前段にＮＴＴの番号があり、後

半部分に石見、瑞穂、羽須美の地区別にあり、集落別に掲載してある、こういう電話帳でございま

。 、 、 、 、す この版権というご質問でございますが 版権というのを調べましたところ 現在では あのぅ

著作権の旧名称であるということでございます。で、この著作権でございますが、あのぅ、全てこ

のデータはケーブルテレビの方から提供したデータでございまして、著作権自体はケーブルテレビ

邑南町にあるというふうになっております。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

この、まあ、この電話帳、先ほど課長が出されましたがこの、この一番後ろ●石橋議員（石橋純二）

、 。 、 、のページにですね この不許複製所有権在社とあるんですよ そうするとこの１冊全てが このさ

この会社にあるんじゃあないですか。そいで契約書についてはどのような契約をしとられますか。

この点についてお伺いしたいと思います。それからええっと、このこの業者は２年か３年に１回更

新をいたします。それで、その都度この電話帳について支払いをするのか、前回自社で、町で作っ

たときには４０万円の費用でできた、で、これをするにはこの、ここに入れていただくには６０、

はっきりは確定はしないが、６０万円から７５万円掛かるだろうといわれました。この金額につい

ても正式、正確な金額を教えてください。

番外。●小林情報推進課長（小林雅博）

小林情報推進課長。●議長（松本正）

まず、１点目のご質問、契約についてでございます。契約は平成２●小林情報推進課長（小林雅博）

３年の３月１日付けで、購入契約を結んでおります。それと所有権在社という、これの一番後ろに

ある不許複製所有権在社でございます。これは、あのぅ、私もこれができたときにこの業者さんに

確認をしております。これ所有権というのはこの電話帳自体の所有権でございまして、データーに

関する所有権ではないというふうに承っております。あのぅ、ＮＴＴ番号は、西日本電信電話会社

の所有権であり、ＩＰ電話の番号はおおなんケーブルテレビの所有権である。ですから、この業者

さんの言われる所有権はこの電話帳自体の所有権ということになります。以上でございます。

支払、支払い関係、支払い関係の額。●議長（松本正）

失礼しました。ええと、あのぅ、更新につきましてお答えさしてい●小林情報推進課長（小林雅博）

ただきます。あのぅ、おおなんケーブルテレビはですね、今年３年目を迎えておりまして、今年の

９月にケーブルテレビの加入者全戸の皆さんに、おおなんケーブルテレビ調査票というアンケート

調査を実施しようというふうに思っております。で、大きくその中で３点、お聞きしようと思って

まして、まず１点目は、あのぅ、自主放送番組に関するご意見、ご要望、それから、まあ、インタ

ーネットであるとかＩＰ電話であるとかいう各種サービスのご意見を聞こうと思っております。２

、 、 、点目は経費節減の観点から 料金明細の圧着葉書をお送りしておりますけれども これが非常に料

月額料金というものは変動しませんので、毎度似たような金額をお送りしているということで、そ
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の送付の有無についてお聞きしたいというふうに思っております。それから３点目ですけれども、

ＩＰ電話の電話帳に掲載する内容、これをお聞きして、お聞きして、今後来年になりますけれども

ケーブルテレビ独自でこの電話帳を作ろうというふうに思っております。で、その内容ですけれど

も、あのぅ、まあ、もちろん代表者名をお聞きします。今契約者名と代表者名と違う方がおられま

すので、それから、あのぅ、ＩＰ電話番号はもちろんですけどＮＴＴ番号も併記の希望の方は併記

しようと思っております。それから最後に屋号、屋号も希望されれば一緒に掲載しようというふう

に思っておりまして、これを取りまとめて来年の、まあ、来年の春になると思いますけれども、ケ

ーブルテレビ独自で、電話帳を作りますので、この業者さんに向けての更新手数料は当然発生しな

いということになります。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。再契約したときの。●議長（松本正）

失礼しました。この２２年に作った電話帳、５千部作りまして、６●小林情報推進課長（小林雅博）

７万２千円の経費がかかっております。

はい。●石橋議員（石橋純二）

石橋議員。●議長（松本正）

まあ、これ、この電話帳は２３年の５月ですから、去年できた、１年以上た●石橋議員（石橋純二）

っとるわけです。私、何で質問したか言いますと、実は、まあ、私の商売はどちらかというと高齢

者のとこを回らしていただく仕事でございます。そのときにある方としか言えませんけれども、こ

の電話帳を見るのに物差しがおいてあるんです。この名前と番号の間が広いんですよ。だからその

どっちになるのか分からない、あのぅ、物差しを当てて、あ、この番号だなっていうのを見とられ

。 、 。 。るんですよ で 屋号を入れて欲しい この番号を使うのはどちらかというと高齢者の方なんです

若い方は携帯電話でほとんどやってしまいます。重要視されるのは高齢者なんですよ。そのことを

全然考えていただいてない。それから電話番号、家の順番になっとるかいうと家の順番でもないん

ですね。電話番号の順、あのぅ、若い順番から並べてあるか思うとそうでもない。てんでんばらば

。 、 。 、 、らなんです だから どこだったかなというのを判断することができないんですよ 例えば まあ

、 。名前を出しては悪いかも知れませんが瑞穂地区の下対集落 ここはほとんど９割９分日高さんです

しかも高齢者の皆さんが電話をかけようとすると今度は若い人の名前になっとる。屋号がないから

分からない。順番が、どおりになっていない、家の順番どおりになってるか分からない、こういう

ことを私は前回もう少し時間をかけて慎重に行政で作るべきだということを申しあげました。ぜん

ぜんそれがここに生かされていないんです。それで私は今回取り上げさしていただきました。若干

言葉もきつくなりましたけれども、こういうことを踏まえて、きちっとしたものを作っていただき

たい。特に高齢者が見られますので、そのことは常に頭に入れておいていただきたいということを

申しあげまして、たいへん苦言を呈しましたけども私の質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。

以上で石橋議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に入らせていただきま●議長（松本正）

す。再開は午後２時３０分とさしていただきます。

―― 午後 ２ 時１５分 休憩 ――

―― 午後 ２ 時３０分 再開 ――

再開をいたします。続きまして一般質問順位第４号宮田議員登壇をお願いします。●議長（松本正）

議長。●宮田議員（宮田秀行）
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２番、宮田議員。●議長（松本正）

はい、通告順位４番、議席番号２番宮田でございます。よろしくお願いいた●宮田議員（宮田秀行）

します。この度は二つの案件について通告をさせていただいております。まず１点目、町民に対す

る交通安全対策意識向上モラルアップを町として真剣に取り、取り組むべきであろうということで

す。まあ、いわば、あのぅ、交通安全というものに関しましては、住民あるいは人にとって一番身

近な法律である、道路交通法というものが、まあ、基、基本としてあるわけなんですけれども、邑

南町はですね、邑智郡内において、交通事故の発生件数がワースト１位であるということは、もう

既にご存じだと思います。国道や主要幹線の多い同町においてですね、他地域からの車輌の流入に

よる事故というものが多いと思っておったわけなんですけれども、いろいろ調べますと大半が町内

在住の方同士の事故であるということが、分かっております。運転マナーを私、閑ですからよく観

察をいたしますとですね、町内独自の運転方法というのが見受けられます。各種メディア等で邑南

町が現在紹介されておりますけれども、他地域からの車輌の流入が多くなるであろうと思われる今

日、この状態では事故が増えることは、必至で思われます。そこで、今後の交通安全対策への取り

組みや考え方をお聞きしたいと思います。ちょっと漠然とした質問になってしまいますので、どう

答えたらよいのか、担当課長分からないと思いますが、他地域と違う運転マナーを把握しておりま

すでしょうか。どういう運転がちょっと、他の地域にない特殊な運転だなあというのが、まあ、運

転をしておられれば分かると思うんですが、思いつく範囲でお答えを願います。

番外。●藤間総務課長（藤間修）

藤間総務課長。●議長（松本正）

ご質問の他地域と違った交通マナーのことでございますが、これは、あの●藤間総務課長（藤間修）

ぅ、お答えになるかどうかはっきりいたしませんが、あのぅ、邑南町の交通安全対策協議会等での

お話しの中で、でございます。ええと同じくらいの規模の町だとここまでの事故は多くないという

ことがございます、まず。その原因として国道２６１号線とか、まあ、県道浜田作木線等の主要道

での事故が多いということ。それから邑智郡内では人口、高齢者ともに本町が多いということ。今

年に入って事故が多かったのは雪が多くてスリップ事故が多かったということを伺っております。

また、あのぅ、昨年１１月に邑南町の交通安全対策協議会等交通安全の協議会の邑智支部、邑南支

部のチラシを配布しましたが、どうも、あのぅ、ちょっとそこまで運転と言いますか、シートベル

ト着用しなかったり、それから飲酒運転をしたりということがあるということ、それから農作業後

の飲酒で飲酒運転をするとか、そういったなどの傾向があることを承知しております。また今言っ

たのは悪いことばっかりでしたけども、あのぅ、最近、あのぅ、夜光の反射材この着用が非常に増

えてきたこと、それから電動車とか自転車も、あのぅ、光る物をかなり付けるようになってきたい

うそういういい傾向もあるということ等を伺っております。お答えになったかどうか分かりません

が以上でございます。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

宮田議員。●議長（松本正）

はい、まず、あのぅ、今のご答弁の中身ですと、ちょっと私が、望んでいた●宮田議員（宮田秀行）

回答ではなかったという形になります。と申しますのはやはり皆さんご存じのとおり、私１０年前

に名古屋からこちらに引っ越してきまして、まあ、地方をいろいろ転々といたしまして、いろんな

ところの交通マナー、ルールというところを、まあ、経験をしておるわけです。一番最初に免許を

取ったのが、もうだいぶ前ですね、愛知県で最初に取得をしたわけなんですが、道路交通法という
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のは、まあ、基本的に全国同じです。まして自動車学校で教わる中身も同じはずなんですが、なぜ

か町中を走るときには、ちょっと変わった運転をしておるというのが、私よそからこちらに帰って

きまして、目立った点を少々上げさしていただきますと、１８個浮かびました。これちょっと、あ

のぅ、中身を言いますとですね、あのぅ、誤解のないようにしていただきたいのは町民の方の運転

マナーを批判しているというわけじゃあごま、ございません。あくまでも道路交通法の第１条にお

いて、この法律というのは道路における危険を防止して、その他交通の安全と円滑を図って、道路

の交通に起因する障害の防止をしなければならないというのは第１条にございます。そこで、ちょ

っと言わしていただきますが、まず１点目、非常によく見受けられるのは、右左折時のときに非常

に膨らんで運転される車輌が多いです。これは、あのぅ、よく見ますのが、生活道路から幹線道に

出られる場合ですね、左側に付けて左折をしなければならない。右折するときは道路中央の右側に

極力寄って右折しなければならないというふうに規定されておるはずなんですが、なぜか生活道か

ら幹線道に出る左折の車両の方、右側一杯に車をつけて曲がられる方が非常に多いです。そうしま

すと幹線道路から、その車道に入ろうとすると幹線道路でその車が出るまで待ってなければいけな

い、あるいは右側に入らなければいけないという状態が多々あります。これは、あのぅ、道路交通

法によりますと、左折のときはできる限り左側に寄る、右折のときはできる限り道路の中央によっ

て、じょせつを、徐行をして曲がる。これは先ほど言った完全に右側によせて曲がってしまうとこ

ろは通行区分違反というふうになるはずです。またウインカーを一切出さない車輌あるいはブレー

、 。キをギューッと踏んで直前でピカッと光らしてパッと曲がる車輌 こういう車輌も非常に多いです

これも道路交通法に抵触するそうです。進路を変えるときは、進路を変えるときは３秒前、曲がる

ときには３０ｍ手前でウインカーを出さなければいけないというふうに規定をされております。ま

たトンネル内での無灯火、トンネル内でライトを付けない車輌ですね、これも非常に目立ちます。

特に私危険だなあと思うのが、２６１号線断魚側から２６１に合流する際に、左側に断魚トンネル

があるわけなんですけれども、ライトを点灯してない車輌が近づいていることすら、左側の安全確

認をしていると分からないぐらいの状態があります。ライトを付けておれば車輌が近づいてきてお

るなあというのが分かるんですが、そういう無灯火の車輌が非常に多いです。で、これにおいても

ですね、トンネル内においては５０ｍ先が見えないような場合は、前照灯あるいは車幅灯、これも

ですね、なぜか自分が前を見るためにライトを点灯するという意識の方が非常に多いです。後ろか

ら来る車に自分がここにいるんだよっていうものを、あのぅ、分かるようにすることもライトの点

。 、 、 、 。 、 。灯です で また あのぅ だろう運転ですね そうだろう という運転が非常に見受けられます

私の妻が、昨年交通事故を起こしました。それもですね、もう車が来ないだろうというふうな判断

で、車道に出られる車が結構多いんですね、で、特に、あのぅ、自動車学校等教育、思い出してい

ただければ分かるんですが、二輪車の場合は見かけが小さいですので、スピードが遅く感じる、だ

けれども実際は普通車と同じぐらいのスピードで近づいてきているんですよ、ですから車道に出る

ときには気をつけてくださいという教育も皆さん受けてるはずです。で、このだろう運転というの

。 。 、 、 、 、が非常に多いです 後は交差点内での追い越しですね これはですね あのぅ 全面的に あのぅ

スピードが速いというのが前提にあるんですけれども、この後に出てきます車間距離もほとんどと

っていない車輌が左折をしようとしている車をバアッと右側に抜いていく車輌というのが非常に多

。 。いです これは交差点内の追い越しということで基本的には道路交通法に抵触するということです

あるいは中央車線よりの運転、これ二輪車も含むんですが、まず、あのぅ、片側１車線の道路にお

いてはセンターラインというのが真ん中にありますけれども、日本の法律では左側通行は当たり前
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。 、 、 。 、です ですが 左側のしゃ 車線の更に左寄りを通行しなさいというのが道路交通法です ですが

右側に寄って、へたすればセンターラインを跨いで走っている車輌だとか、特に二輪車、見受けら

れるのはドン真ん中を走っていたりだとかですね、こういうのも非常に多いです。まあ、先ほど申

しました後、あのぅ、高速そうほう、走行、スピード違反、これも県道を見てみますと標識がない

ところは６０キロが制限速度です。標識があるところは標識のスピードにしたがわなければならな

いのに、ここの県道を見てみますと、中野地内では、まあ、８０キロ以上出されている車が非常に

多いです。で、ここの前の５０キロ制限になっても、まあ、７０ぐらいのスピードで走っておられ

。 、 。る方が非常に多く見受けられます それと一時停止の無視ですね あと道路上での車同士の立ち話

道でこう車同士止まってですね、互い違いに、で、窓を開けて話してるんですね。それとか歩道に

おられる方とまた車を寄せずに、パッと止めていきなり会話を始める方。あと、歩行者の横断の一

時停止無視。これも非常に多いです。あのぅ、横断歩道を渡ろうとしている方がおられる場合は、

車輌というのは一時停止をして歩行者を優先さな、させなければいけないっていうのが、道路交通

法で規定されておりますが、交通安全週間等で、あるいは小学生の横断等では非常に一時停止する

車、車は見受けられますが、お年寄りだとか若い人が横断歩道を渡ろうとして立っているのにもか

、 。かわらず そのまま高速走行で横断歩道を突き抜けていくという車輌も非常に多く見受けられます

後は、あのぅ、脇見運転ですね、これも私こっちに来てよく分かりました。都会というのはやっぱ

り信号機が非常に多いんです。見てないと信号無視になってしまいます。ですけれどもなぜか私も

こちらに来て慣れてしまってですね、やっぱり、あのぅ、田んぼの状況だとか、あるいは家が新し

く建っていると、何かやってるなと、ああいうのでよそ見運転をしてしまいます。で、まあ、昨日

も私出雲の方に行く機会があったんですが、何度か、あのぅ、信号をですね、見落として行ってし

まうんじゃないかというような経験を昨日しました。それと携帯電話をかけながら運転している方

も非常に多いです。なぜか、あのぅ、業者さんが多いと思うんですが、交通量の多い都会地におい

てはですね、携帯電話を使用している業者さんはいないんですけれども、なぜかこう田舎の方に入

って来ると途端に携帯電話を片手に運転されている方が多く見受けられます。後は車間距離の無視

。 、 、 、 、ですね あと低速走行車 これも あのぅ 要は低速違反というのは高速道以外ではないんですが

やはり、あのぅ、５０キロ制限のところを２０キロ以下だとかですね、走られている車輌が多く見

受けられます。これもちょっと調べましたらですね、道路交通法の第２７条において、車輌に追い

つかれ追いついた車輌が通行するのに十分な右側に余地がない場合はできる限り左側に寄って進路

を譲らなければならないというふうになっております。まあ、できれば、低速車の方は左側に寄っ

ていただければと思うんです。後は車間距離無視ですね、あおり運転。これもですね、あのぅ、ど

のくらいでブレーキをか、どのぐらいのスピードでブレーキをかけるとどのぐらい前に進んでしま

うかっていうのは、あのぅ、警視庁等で言われておりますが、まあ、簡単な計算方法としてあるの

が、スピード×４÷１０で算出すると大体それぐらいの数値になるそうです。ちなみに私６０キロ

でその前の道を走ったとすれば、２４ｍ、急ブレーキをかけた場合２４ｍ進んでしまうということ

になりますと、私今エステマという車に乗ってますが、車長が４ｍ７０㎝、５ｍで計算しますと、

５車長分ですね、自分の車が５台分の車間距離を開けてなければいけないんです。ですが、それだ

け開けていると、さっきから言いました、だろう運転、開けていると今度は入って来るんですね。

だから何回も怖い思いしております。後、まあ、飲酒運転ですね。後、坂の頂上やカープ途中の駐

停車。あるいは駐車場、店の駐車場だとかに入る車がですね、車道、車道や歩道の上で停車して、

自分の駐車位置を捜す方っていうのも多く見受けられます。まあ、このような状態が、実際に私は
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邑南町において事故発生の要因であるものだというふうに考えておるわけです。先般、あのぅ、警

察の方から情報いただきましてですね、今年の１月から５月末までの交通事故の発生状況等、情報

いただいております。やはり、あのぅ、邑智郡内の交通事故の特徴といたしましては、人身事故が

もう既に５月末の段階で１２件、物損に関しましては２３０件もう既に起きております。これは、

中身をいろいろ見ますとですね、邑南町内、石見地区５名、瑞穂地区５名、５件ですね、人、人身

事故が、合計１０件、１２件中１０件起きているというのが実態です。まさに、あのぅ、昨年対比

をいたしますと邑南町だけが、倍以上の発生件数となっとります。ちなみに平成２３年の１月から

５月においては４件人身事故が起きておったんですが、今年２４年に入って、既にもう１０件起き

ているというのが実状です。こういうような状況をまず把握していただきたいということを申しあ

げておきたいわけなんです。ちなみにですね、まあ、あのぅ、国会等でクイズ形式みたなものが一

時期流行っておりましたが、ここに交通標識を準備させていただきました。敢えてこの二つを準備

させていただいたのは邑南町内に少ない標識です。どちらかがですんね。まず向かって執行部側の

方、向かって右側の標識は何でしょう。左側の標識は何でしょう。それともう一つ信号機、これも

邑南町内には非常に少ないです。じゃあ信号機、向かって左側の色は何色でしょう。町長は、あの

ぅ、保険関係よくご存じでお詳しいかもしれませんので、ちょっと副町長お答えいただけますか。

向かって左側の標識と右側の標識は何でしょう。議員側見えるように、向かって右側の標識と左側

の標識は何ですか。あと信号機は向かって左側は何色ですか。お願いします。

番外。●桑野副町長（桑野修）

桑野副町長。ご存じならば言っていただきたい。ご存じであれば。●議長（松本正）

この場で答えるべき内容なのかどうか、ちょっと私も疑問に思いながらです●桑野副町長（桑野修）

けれども、そのあるいは答えが違っておるかもいた、知れません。あのぅ、そのマーク私の思って

おりますのは駐停車禁止の部分と、それと停止と駐車の禁止との違いのその二つの種類のことを言

われているというふうに認識しております。やっぱり信号機は左から、ええと、緑、黄色、赤とい

うふうに並んでいるというふうに思っております。ただ信号機にもいろいろありますので、単純に

信号機だけでは分かりませんけども通常の信号機はそうなってる。縦に並んだものもありますし、

いろいろあります。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

宮田議員。●議長（松本正）

はい、まあ、確かに、あのぅ、通告しておりません内容ですので、驚かれた●宮田議員（宮田秀行）

。 、 、 。 、と思います これはなぜ私こういう質問をされ したかと言いますと 慣れなんですね ですから

先ほど邑南町内での固有な運転というのも、見慣れているからそれに気づかない、私はやっぱりよ

そから来ましたので、これはちょっと危ないなあていうのが、今でもやっぱり思ってます。で、や

はり、あのぅ、まあ、これが合ってるから駄目だとか、間違ってるから駄目だとかそういうのは一

切ありませんが、答えを申しますと、向かって右側は、駐停車禁止、これはあんまり無いんですよ

ね、邑南町においては。あのぅ、国道にはあるかもしれません。ただ、あのぅ、幹線道とか県道に

はあんまり見受けられないです。それと向かって左側、これはですね山の方に行きますと崖崩れ等

があったりしたところに、手前にあるのが車輌、ごめんなさい、通行止めですね、通行止めです。

こっから先は、人も車も入っちゃあいけませんよっていう標識です。これですね。はい、で、これ

も結局ですね、あまり見ないんで分からないんですよ。で、まあ、こういう事実をですね。しっか

り、あのぅ、町としても把握をしていただいてですね、邑南町の交通安全計画における邑南町の独
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自性というところに取り組んでいただきたいと思うわけなんです。で、先般、あのぅ、第９次の邑

南町交通安全計画というのをいただいております。この中身を拝見いたしますと、いろいろ、あの

ぅ、交通事故の原因だとか、そういったもの、あのぅ、よく研究された中身になっておるとは思う

んですが、過去１０年間の交通死亡事故の特徴とその要因というものが、分かりやすいように赤文

字で書いていただいております。ただ、この要因は特にこの邑南町内における事故の要因というよ

うな形で解析していただいた中身だと思うんですが、その後の対策というところにおいて、この要

因に対する対策として、適切かどうかというところを含めましてですね、交通安全における邑南町

のこの独自性についてお伺いをいたします。

番外。●藤間総務課長（藤間修）

藤間総務課長。●議長（松本正）

これまでですね、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るために交●藤間総務課長（藤間修）

通安全対策基本法に基づきまして、８次にわたり、交通安全対策、交通安全基本計画、島根県交通

安全計画及び市町村計画が策定されて、昭和４６年以来、国県を始めとして各市町村で関係民、民

間団体等において各般にわたる交通安全対策が強力に実施されてきて、きたところでございます。

邑南町交通安全計画につきましては、国の交通安全対策基本法第２６条に基づきまして策定してお

ります。法文には、市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全

。 、 、 、計画を作成するよう努めるものとする とありまして まあ 必ずしも義務付けはございませんが

合併前の旧町村からこれまで５年ごとに作成してきております。安全で安心なまちづくりを展開し

ていくには、交通安全の確保は重要な要素でございます。県の計画はこれは義務付けでございまし

て、法の第２５条により、全６０ページに及ぶたいへん大きな分厚い計、交通安全計画を計、作成

しております。これを受けまして、本町では特に密接な道路交通関係とそれから踏切等における、

踏切道における交通の分野ごとに、計画期間内に達成すべき数値目標を設定するとともに、その実

現を図るために講じるべき施策を明らかにしておるものが、現在お配りした内容でございます。と

いうことでございます。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

宮田議員。●議長（松本正）

はい、あのぅ、今のご答弁の中身ですと、この独自性というもの、特に先ほ●宮田議員（宮田秀行）

ど申しあげた、邑南町独自の運転マナーというものが、まあ、やはり理解をしておればですね、そ

ういった車輌の運転方法等防止をすればですね、事故の、事故を減らすというものにつながるとい

、 、 、 、 、うふうに思うんですが あのぅ なかなかですね 型にはまったところから こう一歩外に出ない

出ていないというふうに感じられます。やはり、あのぅ、現在ですね、その邑智郡内において邑南

町内での事故が非常に多い、これはもう事実でございますので、是非、あのぅ、どういう形でか、

交通安全の啓発活動というものを実施して、交通事故のない邑南町にしていただきたいと思うわけ

なんです。そこで、まあ、交通安全対策の条例を制定すべきと私は考えておるんですが、これに伴

、 、 、 。 、いましてですね 様々な あのぅ 交通安全教育というのも行われていると聞いております 学校

学校機関でも行われておりますし、あるいは事業所単位でのその交通運転、なんですか、技術競、

競技みたいなものですね、そういったものを行われているというふうに聞いておりますけれども、

まあ、どちらかというと座学的なところに偏っているんじゃあないかなというふうに思うわけなん

です。運転免許の所有者に対してですね、実技実習を行うことによって運転免許取得時の初心に返

ってもらうことっていうのが、交通安全対策の一番の根本あるいは要だと思っております。こうい
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った運転技術の再講習みたいなものを通してですね、邑南町独自の邑南町安全運転者認定証みたい

なものも作ってみたら面白いんじゃあないかなというふうに思うんですが、これらを網羅した形で

交通安全対策条例についてどのようにお考えか町長の方に伺いたいと思います。

はい、議長、番外。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

、 、 、●石橋町長（石橋良治） はい まあ 交通安全対策条例を作るべきかどうかということでありますが

まあ、確かに条例を作ったから、交通安全が減ってくるというもんでもないのではないかというふ

うには気がいたします。要は、あのぅ、いかに議員ご指摘のようにいかに実践をしていくかという

ことだろうと思います。で、交通安全この計画というものを作ったわけであります。第９次。で、

この中にも邑南町の特直、特色というのは高齢者、いずれにしても被害者、加害者拘わることが多

い。このあたりが、まあ、網羅をされてるわけでありますし、議員ご指摘のように交通マナーがな

っとらんということも、特に、あのぅ、高齢者の方々のいわゆるその我、我が道をゆくみたなとこ

ろがあるんではないかというような、言葉を換えれば、ご指摘だろうと思いますがそういう意味で

は高齢者に交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともにと、まあ、こういう

言葉があるわけで、だから、まあ、これをどうやって実践していくかが問題であって、条例ありき

では私はこれはないんだろうと思います。で、その実践については、まあ、これから突っ込んで研

究していかなきゃいけません。座学ではいけないと思います。で、せっかくその自動車学校があり

ます。で、まあ、そういった教官の方々との協力もいただきながら、出前講座とかですね、また学

校に来てもらってやっぱり実践的に学んでいただくとか、やはりまずは高齢者の方々に対しての実

践教育をどういうふうにやっていくかということが、まずは先決だろうというふうに思うんです。

それが計画の中の一歩、二歩でも改善していくような形になるんではないかなと思っておりますの

で、これをしっかりやっていきたいとまずは思っております。

はい、議長。●宮田議員（宮田秀行）

宮田議員。●議長（松本正）

はい、まあ、あのぅ、町長の方も前向きに受け止めていただいておるという●宮田議員（宮田秀行）

ような、まあ、条例以外に関してですね、思えるわけなんですが、あのぅ、実際に昨年のですね、

交通事故の発生例等を見て、今回の１月から５月の事故の状況をみますとですね、昨年とやはり違

う傾向があるんです。まず、あのぅ、夜間における事故が多いというような要因解析をされており

ますが、今年に入っての１月から５月というのは昼間の事故がほとんどです。それと高齢者の事故

が多いというのも傾向的には昨年はあったんですが、今回の５月末までに関しましては６５歳以上

の高齢者の方は３件、１２件中３件で、残り９件に関しては６４歳未満の方の事故です。ですので

傾向というのは、まあ、１年間を通しての、高齢者が多いとかっていう判断等、まあ、今回５月ま

でということで比較対象にはならないかも知れませんが現在の５月末に、までにおいては、そうい

う昨年の要因とは、まるきり違う傾向があるということもですね、何かこう研究するにあたって、

なぜこうなんだろうというふうに考えていただきたいと思います。で、まあ、条例の制定に関して

もまず先に実践ありきというのは事実ですが、まあ、条例の制定というのはだいぶ強いものがあり

ますので、是非それも前向きに検討していただきたいというふうに思います。次にですね、がん対

、 、 。策についてなんですが まあ 私このがんの関係に関しては何度か質問させていただいております

まあ、この質問させていただく１番の理由というのは何をしてくれ、金を使ってくれ、こういうこ

とばかりではなくてですね、住民意識の中にそのがん対策に対するその気持ちが薄れないように、
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こういった機会を利用してですね、がんに対する気持ちを聞いていただいている方に再認識してい

ただくと、まあ、啓発の意味も含めてですね、そういう意味も含めて、がんの質問を、まあ、再々

させていただいておるわけです。で、まあ、特に今回も、私が非常にお世話になった方がですね、

若くしてがんで亡くなられたというのもついこの前ございましてですね、非常に悲しいことなんで

す。で、どうも聞いて見ると、検診を受けていなかった。で、よいよ調子が悪くなって、健康診断

を受けって見たらがんが見つかったと、まあ、要は早期発見早期治療に至ってなかったというのが

一つの原因なんですね。ですので、また改めて邑南町のがん対策推進計画の目標達成率、これとが

んの早期発見早期治療のためのＰＥＴ－ＣＴ、この検査に対する助成について質問をしたいと思い

ます。まず邑南町のがん対策推進計画、これも今年度をもって、計画期間が、まあ、終了すると、

で、今後の計画の見直しの時期となっているわけです。がんの検診の受診率、これも低迷しておっ

てですね、がんへの罹患及びがんによる死亡率もほぼ横ばいの状況の中で、町として改善策をどの

ように考えているのか。また現在のがん発見に最も有効といわれているＰＥＴ－ＣＴの検査に対す

る、まあ、助成をお願いしたいということなんです。二つまとめて質問させていただきます。まず

邑南町のがん対策推進計画の目標に対する現在の状況について。２番目は数値目標を達成するため

の施策について単年度ごとに何を見直して、何を継続して来たのか、これについてお伺いいたしま

す。

番外。●日高保健課長（日高誠）

日高保健課長。●議長（松本正）

まず邑南町がん対策推進計画、まあ、２０、平成２０年から２４年まで、●日高保健課長（日高誠）

２４年までの５年間の計画でございますが、それの現在の状況についてご説明申しあげます。重点

目標といたしまして三つほどございました。まず１点目は壮年期のがんの死亡率、年齢調整死亡率

、 。 。 、でございますが それを減少させること がん検診受診者数を増加させること 三つ目として患者

家族等への支援に力を入れることという三つをあげております。その中でがん検診受診者数につい

て、現在の状況を申しあげますと、あのぅ、基準値といたしましては平成１９年度の数値でありま

す。目標値というのが最終年度、２４年度の目標、で、実績値というのが昨年、２３年度の実績を

、 、 、 、 。 、今から申しあげますが まず 受診 胃がんの 胃がん検診でございます 受診者数で言いますと

基準値千３７７人、目標が千７７９人。２３年度の実績が千３２７人でございました。受診率で言

いますと基準が２５．７％、目標が３２．５％、実績といたしまして２８．９％です。それで受診

者数で見る目標達成率で言いますと７４．６％になります。続いて肺がんでございますが、基準の

方が３千７６７人、目標が３千７５７人、実績といたしまして３千２９５人、受診率でいきますと

基準が７１．５％、目標が６５％、実績が６４．３％で受診者数の目標達成率は８７．７％でござ

います。続いて大腸がんでございますが、基準値が２千４８６人、目標値が２千７９６人、実績が

２千４５６人、受診率で言いますと基準が４１．４％、目標が４６％、実績が４５．２％で受診者

数の目標達成率は８７．８％でございます。続きまして子宮がんでございますが、基準値が４７６

人、目標が９９７人、実績が６２６人、受診率が１４、基準が１４．７％、目標が３０％、実績が

２１．４％、受診率の、受診者数の目標達成率は６２．８％でございます。乳がんについては基準

値が、基準が４４９人、目標が８３２人、実績が５７０人、受診率は基準が２３．５％、目標が３

２％、実績が２２．３％で受診者数の目標達成率は６８．５％でございました。以上のように、受

診者数、受診率とも目標を達成することはできませんでした。個々に、個々についてみますと、邑

南町の人口の減少で対象者も減少したこともありますが、多くの検診の受信者数、受診者数は減少
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。 、 、 、しております しかし 受信 受診率でみますと肺がんと乳がん以外の検診では受診率は増加させ

しております。乳がんについては受験、受診者数は増えておりますので、全体には、あのぅ、人数

的には増えていってると思います。壮年期の受診率の向上を目、めざし職域ですね、あのぅ、商工

会であるとか誘致企業会などと連携強化することによって、受診率の向上につながっていると思わ

れます。次に、壮年期のがんの死亡率の状況を、個々の数値は省略させていただきまして、結果だ

けを申しあげますと、働き盛りである壮年期のがん死亡率ゼロのまちをめざして計画を推進してき

ました。その結果は、肺がんの男性、大腸がんの女性は目標を達成いたしました。それ以外につい

ては目標は達成できておりません。次期計画では、より一層壮年期のがん対策に力を入れていく必

要があると考えております。続きまして、あのぅ、数値目標を達成るため、するための施策につい

て、単年度ごとに何を見直し、何を継続して来たかというご質問でございますが、このがん対策推

進計画をた、推進するにあたりましては、健康長寿おおなん推進会議の中で進行管理を行うことと

しておりまして、毎年の評価や結果を提示いたしまして検討し、評価の結果を住民に公表すること

としております。これに基づきまして、毎年健康長寿おおなん推、おおなん推進し、おおなん推進

会議を開催するとともに、保健衛生事業実績計画書を作成し、先般、議会の皆さんにもお配りしま

したが、集落保健委員さんの皆さんにですね、ダイジェスト版で住、住民の方に周知していただく

ようなこともしております。邑南町では、あのぅ、単年度毎の事業評価といたし、指標といたしま

しては、がんの検診の受診率としておりまして、毎年受診率を上げていき、最終的には目的に、目

標を達成するために施策を推進しております。まあ、２３年度、先ほど言いました２３年度どころ

ではまだ目標に達していないのがかなりあることは事実でございます。それで年次ごとにですね、

何をやったか概略を説明さしていただきます。まず、初年度２０年ですけど、がん対策の推進計画

を策定しました。それから健康長寿おおなん推進会議を開催。子宮がん、乳がん、胃がん、大腸が

んの日曜日検診の実施、それからヘリカルＣＴ検診の試行的実施などを行いました。その評価とい

たしまして、計画策定により現状と課題、年次的取り組みについて整理ができたこと。受診しやす

い検診体制づくりの整備として検診機関に働きかけ、日曜日検、日曜日検診の取組みが開始できた

ことが挙げられます。２年目の２１年度でございますが、新たな取組みといたしましては出前講座

で、がん推進計画のＰＲと、がん推進計画のダイジェスト版の全戸配布をいたしました。続いて学

校における禁煙についての検討を行いました。それから３年間未受診の方への通知を行いました。

それは精密検査へ未受診者の方への受診勧奨などを行っております。２年目の評価といたしまして

は、受診率向上、精密検査受診率の向上をめざした個、個別通知を開始したことや、クーポン事業

が始まり受診率の低い女性のがんの検診の取組みを強化したこと。ヘリカルＣＴ検診の事業化の見

送りをしたことなどがあります。乳がんについては受診率が増加したことが２年目の評価として挙

げられます。３年目の２２年度でございますが、矢上高校の３年生への講座の、矢上高校３年生の

講座や石見中学校生徒と保護者への取組みを実施しております。ほいから禁煙外来の情報提供チラ

シの配布。商工会を通じて啓発チラシの配布。女性検診の会場の増設をしております。それからＨ

ＰＶ検査の事業化と助成の開始。その邑南地区ＨＰＶワクチン接種の事業化と助成開始。それから

邑智病院での乳がん検診の開始等を行っておりまして、３年目の評価といたしましては、一次予防

として、タバコ対策を健康長寿おおなん推進会議の活動を中心に取組みをスタートさせましたが、

効果を期待するには長期的の取り組みが必要と思わ、思われること、また全国的、全国にさきがけ

まして、ＨＰＶのワクチン接種事業を取り組みましたが、子宮がん取り組んだ結果、子宮がんへの

関心が高まったこと。邑智病院での乳がん検診がスタートし、受診しやすい検診体制づくりができ
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たことなどがあります。４年目の２３年昨年ですが、小中ＰＴＡ対象未成年喫煙防止アンケートの

実施。矢上高校３年生講座の継続と瑞穂中学校文化祭でのキャンペーンの実施。商工会を通じて啓

発チラシの配布の継続。ヘリカルＣＴ検診の再検討。子宮がん、乳がんの人間ドックでオプション

検査の助成の開始。商工会と次年度事業の協議の開始等を行っております。４年目の評価といたし

ましては商工会と連携して啓発したことで、壮年期のがん検診受診率が若干増加につながっており

ます。クーポン事業に大腸がんが追加されましたが、国の指示が遅く年度中途からの実施となり受

診者の増加につながらなかったことが、などを評価しております。評価ではなく反省をしておりま

す。まあ、このように、毎年度の事業評価を行い、事業を実施してきた結果、がん検診受診率でみ

ますと、前年度受診率より下がったのは、肺がんの２２年度、子宮がんの２１年度と２３年度のみ

で、それ以外はすべて増加しております。２年連続しての減少はなく、全体には増加傾向となって

おるところです。また過去５年間で７２人の早期がんの発見につながっておることも申し述べてお

きます。以上でございます。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

宮田議員。●議長（松本正）

、 、 、 、●宮田議員（宮田秀行） はい まあ 個々の 年度別の対策等をご報告いただいたわけですけれども

要は１番ここの中で重要なことというのは、いかに検診をしっかり受けていただいて、早期発見早

期治療に結びつけるかというのが、全てこう今ご報告していただいた中身に網羅されているものと

思います。で、まあ、実際、あのぅ、がん検診の受診者数を増加させますという重点目標において

もですね、１９年度の受診率から２４年度の受診率に目標値を設定しておるんですが、各検診にお

いても本来であれば１００％というのがこれは理想でございます。しかしながら目標値自体が受診

率、胃がんに関して３２．５％だとか、あるいは子宮がん検診に関しては３０％だとか目標値が非

常に低いというのは残念なことだと私は思います。できればこれは１００％に対してどれだけ受診

率が到達したかというのを検討していただいた方が実数に即しているというふうに思います。で、

例えばですね、受診しやすい体制づくりというのも何点か今ご報告受けましたけれども、例えば、

今年の１２月にですね、以前平成の２０、２１年度ですか、ヘリカルＣＴによる肺がん検診という

のを試験的に実施をしたということで、今年の１２月に再度実施をされるという運びになっておる

わけですが、これも、あのぅ、先般の委員会でお話しを聞きましたところ、１２月に元気館の１か

所だけで、受診を行うということになりますとですね、その日に限ってその場所だけにということ

になりますと、受診しやすい体制づくりという意味合いからはちょっと外れているんじゃあないか

なあというふうに思われます。せっかく邑智病院にも新しいヘリカルＣＴが入っておるわけです。

金額面の折り合いがつかなかったというご報告を受けておりますが、何とかそれは頼み込んでです

ね、検診でセット項目による、価格の安い形での受診ができるような形でうまく頼んでいただけれ

ば、ここの中野地区あるいは矢上地区の方は、受診がしやすい位置にあると思います。まあ、年間

を通してですね、受診者の都合に合わせた受診の体制づくりというのはこれはやはりもっともっと

こう深くつき、突っ込んで考えていかなければいけないと思うんです。それと受診を受ける側、受

診を受けるという言葉はおかしいんですけれども、受診者側もですね、自分自身のこの意識を、こ

う上げていただくような啓発活動、例えばですね、まあ、がん細胞というのは正直健康な人でもあ

るんですよね。それが増殖をしてがんになるかそのままおとなしく小さいレベルでがんが存在して

いるか、この違いだけなんですよ。ですけれども例えば各家族歴等でがん家系の方というような方

は、やはりいろんな意味で心配をなされて受診に至るというふうになるとは思うんですが、私は関
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係ないや、家族にも過去親戚にもがんになったことがないからだとか、そういうような方に限って

がん検診を逃したことによって早期治療早期発見に至っていないというのもなきにしもあらずで

す。ですので、今回の受診を逃してしまったことによって、がんが進行してしまうおそり、恐ろし

さですね、そういったものも是非啓発活動の中に文言として網羅していただいてですね、もっとこ

、 。のがん検診に対して 関心を持っていただくような啓発をしていただきたいというふうに思います

特に疑問は思う、疑問に思うのはですね、３年間連続の未受診者に対して、直接受診勧奨をしてい

、 、 。るということですけれども それでも なおかつ受診に至らないというのもあるわけなんですよね

これなぜ受診しないのかというところももっと深くつっこんで是非受診していただけるように対

応、対策を考えていただきたいと思います。最後に、ＰＥＴ－ＣＴ検査対する早期助成をというと

ころなんですが、このＰＥＴ－ＣＴ、正式にはＦＤＧＰＥＴ－ＣＴというそうです。このＦＤＧと

いうのはですね、がん細胞というのは、まあ、ブドウ糖のようなそういった糖に対して、その糖を

細胞は取り込んで活発に活動するそうです。で、ぶどう糖自体は、まあ、なんですか、検査機器で

は映りませんので、そのぶどう糖に似た物質ですね、要は、あのぅ、Ｘ線によって光ったりするそ

ういった物質を加えた、まあ、ＦＦＤＧという特殊な液、これを検査の１、２時間前に静脈注射を

して、で、ＰＥＴ－ＣＴという機械の中に入って全身を断層撮影する機械だそうです。これによっ

てですね、今非常にその早期のがんが、発見することができるというふうに言われております。し

かしながらですね、これもちょっと検査費用というのが非常に高いものでして、通常、あのぅ、が

んが疑われた場合、特にこれは、あのぅ、他のＸ線検査だとか、あるいは他の検査ですね、他の検

査でがんが疑われた場合において、このＰＥＴ－ＣＴというものは保険適用で受診できるそうです

が、検診目的いわばスクリーニングというて、私はちょっと身体が心配だからちょっとがんかも知

。 、 、らんからちょっと受けたいわっていうような方は全額自己負担になります で ここの近所ですと

浜田医療センターにこの機械が、まあ、導入されておるわけ何ですが、だいたい、１回の検査料が

１０万円近くするそうです。で、非常にこの検査費用が高いんですが、ここの近隣の自治体におい

て、まあ、助成をしている自治体もございます。だいたい自治体の助成金が２万円、それと県で先

着千名に対して、５千円だったかな、１万円だったかな、５千円ですか、５千円の助成があると、

、 、 、ということは２万５千円の助成がありますので まあ もし１０万円掛かるとしたら７万５千円で

まあ、受診ができる。それでも非常に検査料が高い検査項目です。しかしながら、まあ、近隣自治

体でも導入事例があると、助成事例があるということなんですが、これに対して町長の方に、この

助成を行っていただけるかどうか、即答はできないかも知れませんが、前向きに検討していただく

ことをお願いしたいんですが、町長のご答弁をいただきたいと思います。

議長、番外。●石橋町長（石橋良治）

石橋町長。●議長（松本正）

ええっと、まあ、余り時間がないわけでありますけど、このＰＥＴ－ＣＴの●石橋町長（石橋良治）

有効性については、まあ、我々も認識をしてるわけであります。ただ、まあ、ご指摘のように金額

が張るというところ、まあ、ちょうど、あのぅ、今年が町のがん対策基本計画を見直すじきにきて

おりますので、このＰＥＴ－ＣＴをどういうふうに考えていくかということもあわせもって今後考

えていきたいというふうに、まあ、思っております。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

宮田議員。●議長（松本正）

はい、是非その見直しの段階で、このＰＥＴ－ＣＴご検討いただきたいと思●宮田議員（宮田秀行）
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います。まあ、提案した側がこういうことを言ってはなんなんですが、非常に高価な検診費用とい

うことで、いろんな自治体の情報を聞きますと、助成を決めていてもですね、実際に、その予算と

、 。 、いうのは執行されずに 保留されているというところも多いようです というのは受診される方が

自己負担があまりにも高いがために受診をためらっているというのが、これ事実です。まあ、こう

いうことを私提案してる側がいうのもなんなんですが、いろんな意味で早期発見早期治療、先ほど

から、担当課長の方にもお願いしております、啓発の、もっと深く掘りいった形での啓発活動、そ

ういったところで、是非今回のこのがん対策に対して推進計画の見直し、これを目標値をもっと高

く持っていただいて是非やっていただきたいと思います。以上で私の質問を終わらさせていただき

ます。

。 。●議長（松本正） 以上で宮田議員の一般質問は終了いたしました 本日はこれにて散会といたします

ご苦労さまでございました。

―― 午後 ３ 時２９分 散会 ――
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